
葛飾区基本計画策定検討会議の開催状況等について

庶 務 報 告 1 ( 1 )

平成 23年 12月 6日

開催場所

葛飾区基本計画策定検討会議の開催状況

(1)基 本計画策定検討会議委員名簿

別添 1 のとお り

種 別

第 1 回 第 1分 野策定検討会議
一健康 と福祉―

開催 日時

平成 23年 11月 18日

午後 2時 か ら4時 まで

平成 23年 11月 15日

午前 10時から正午まで

平成 23年 11月 8日

午後 2時 か ら4時 まで

男女平等推進センター

多 目的ホール

区役所

701・702会議室

男女平等推進センター
|

第 1 回

1 第
1 回

第 2分 野策定検討会議
一街づ くりと産業一

第 3分 野策定検討会議

一生涯学習とふれあい一
型 十 一 _ _ _ 玉

(3)第 1回 葛飾区基本計画策定検討会議次第及び提出資料

丹|1添2の とお り

(4)会 議録の公表

まとま り次第、区ホームページで公表する。 (平成 23年 12月下旬予定)

2 基 本計画策定に係 る転入者アンケー ト調査の実施

基本計画策定にあたっての参考資料 とするため、葛飾区への転入者を対象にアンケ
ー ト調査を実施する。

(1)対 象者        ,

平成 22年 9月 1日 から 30日 までに葛飾区に転入 した者の うち、平成 23年 10

月 1日 現在で住民登録のある世帯主の中から、無作為抽出した 600人

(2)調 査手法

郵送による調査票の配布 ・回収

(2)基 本計画策定検討会議開催状況



(3)実 施スケジュール

平成 23年 12月 9日   調 査票発送 (予定)

平成 24年 1月 31日  単 純集計 ・速報版取 りまとめ

平成 24年 3月 15日  報 告書取 りまとめ

(4)主 な調査内容

① 世 帯構成

② 転 入理由

① 転 入先に葛飾区を選んだ理由

④ 葛 飾区の住みやすいと思われる点、住みにくいと思われる点



葛飾区基本計画策定検討会議
【第1分野一健康と福祉一】委員名簿

区分 氏名 所属

学識経験者 河合 克義 明治学院大学社会学部教授

星 旦二 首都大学東京都市環境学部大学院口都市システム科学専攻域口教授

村井 美紀 東京国際大学人間社会学部准教授

区内関係
団体代表者

浦岡 秀次 葛飾区自治町会連合会副会長

遠藤 啓一
郎 葛飾区医師会副会長

篠原 保行 葛飾区歯科医師会専務理事

手塚 幹子 葛飾区薬剤師会理事

日倉 ―太郎 葛飾区社会福祉協議会会計理事

田中 数子 葛飾区高齢者クラブ連合会会長

南雲 美枝子 葛飾区障害者福祉連合会

小林 隆猛 葛飾区民生委員児童委員協議会会計

山口 千晴 葛飾区私立保育園連盟会長

星 英寿 葛飾区私立保育園経営者協議会副会長

町山 芳夫 葛飾区私立幼稚園連合会会長

鈴木 秀史 葛飾区私立学童保育クラブ連合会会長

区 民 佐々木 定治 公募区民

佐々木 裕文 公募区民

霜田 賢 公募区民

区職員 寛 晃一 葛飾区政策経営部長

(順不同、敬称略)





葛飾区基本計画策定検討会議
【第2分野一街づくりと産業一】委員名簿

区分 氏名 所属

学識経験者 中林 一樹 明治大学大学院政治経済学研究科特任教授

崎田 裕子 ジャーナリスト、環境カウンセラー

区内関係
団体代表者

大山 安久 葛飾区自治町会連合会会計

植竹 和重 東京都建築士事務所協会葛飾支部支部長

荒岡 正則 東京都宅地建物取引業協会葛飾区支部支部長

谷茂岡 正子 葛飾区消費者団体連合会会長

野瀬 喬 葛飾区緑化推進協力員会会長

木村 澄江 葛飾清掃協力会婦人部会長

松田 光子 葛飾東清掃協力会会計

浅川 弘人 東京商工会議所葛飾支部副会長

染谷 光雄 葛飾区商店街連合会冨1会長

藤井 直行 葛飾区工場団体連合会副会長

吉田 進 東京スマイル農業協同組合代表理事専務

木村 良枝 連合葛飾地区協議会

齊藤 勝治 葛飾区観光協会会長

区民 浦沢 誠 公募区民

武者 英之 公募区民

吉野 祐太 公募区民

区職員 寛 晃一
葛飾区政策経営部長

(順不同、敬称略)





葛飾区基本計画策定検討会議
【第3分野一生涯学習とふれあい一】委員名簿

区分 氏 名 所属

学識経験者 塩澤 雄― 目白大学人間学部教授

佐藤 一子 法政大学キャリアデザイン学部教授

区内関係
団体代表者

金木 多加志 葛飾区自治町会連合会副会長

菅原 百合江 かつしか女性会議

斉藤 政一 葛飾区保護司会副会長

栗本 享子 葛飾区立小学校PTA連 合会総務

加藤 功 葛飾区立中学校PTA連 合会会長

望月 京子 葛飾区青少年育成地区委員会会長連絡協議会会計

渡辺 立春 葛飾区体育協会副会長

区 民 佐々木
士 _
ロ 公募区民

高橋 久郎 公募区民

林 勝則 公募区民

区職員 寛 晃一 葛飾区政策経営部長

(順不同、敬称略)





第 1回葛飾区基本計画策定検討会議

【第1分野―健康と福祉―】

平成 23年 11月 18日 (金)午 後 2時 ～

男女平等推進センター多目的ホール

1 開 会

2 委 員委嘱

3 区 長挨拶

4 委 員紹介

5 基 本計画策定検討会議の概要説明

6 会 長 ・副会長の互選

7 会 議の公開等の決定

8 議 事

(1)新 基本計画の策定方針 〔説明〕

(2)新 基本計画書における基本 目標別計画部分の構成 〔説明〕

(3)会 議の検討スケジュールについて

(4)各 分野の現状 と今後の課題について

9 そ の他

10 閉 会



【配布資料】

省略 資 料 1 葛 飾区基本計画策定検討会議 【第1分野―健康と福祉―】委員名簿

省略 資 料2 葛 飾区基本計画策定検討会議設置要綱

省略 資 料3 葛 飾区基本計画策定検討会議 【第 1分野―健康と福祉一】傍聴要領 (案)

省略 資 料4 「 葛飾区基本計画」(平成 25年度～平成 34年度)策 定方針

省略 資 料 5 新 基本計画における葛飾区の将来人口推計

資料6 新 基本計画書 (基本目標別計画部分)の 構成

資料 7 葛 飾区基本計画策定検討会議 【第1分野―健康と福祉―】

検討スケジュール (案)

資料8 区 の人口・世帯数、土地利用の状況

資料9 各 分野の現状 ― 健康と福祉―

省略 参 考資料 1 葛 飾区基本計画 (平成 18年度～平成 27年度)

省略 参 考資料 2 葛 飾区中期実施計画 (平成 21年度～平成 24年度)

省略 参 考資料 3 葛 飾区の現況 (平成 23年度版)



新基本計画書 (基本 目標別計画部分)の 構成

基本 目標 1 安 心 して健やかに暮 らせるまち (健康 と福祉)
轟 轟 轟 議 轟 轟 轟 轟 轟 轟 轟 議 議 幸 寒 轟寒 轟 議 轟 轟 轟姦 轟 轟 轟 覇 嘉

【政 策 の概 要 】

がん発生や循環器疾患に関わる生活習慣や食生活の改善、糖尿病の発病予防としての肥満対策

などの知識の普及を図るとともに、健診の受診率を向上させるため、受診場所や 日時などについ

て、より柔軟に対応 します。また、食品衛生や介護予防、スポーツ等と連携 して、生握を通 じた

健康づくりに総合的に取り組みます。

【施策の体系】

健康づくりの促進

民が健やかに安心 して暮 らせるようにします

政策 2

区民が健やかに安心 して暮らせる

ようにします

施策 0 1  健康や病 気 に舛母
/て

身

近に相談でき∠1酔康か り
に取り組める/■ギ対こし//。

親 と子の心の健康づ くり

施策 02 定期的な健康診査 口検診に

より、病気の早期発見ができるように

します。

【指標 と目標値】

指標名 現状値 平成27年度 平成 30年度 平成 34年度

保健政策に満足 している人の害|

合 (%)
50.8 52,7 54.0 56.0



基本 目標 1 安 心 して健やかに暮 らせるまち (健康と福祉)
革              奪 寒 韓 鰻 襲 的 強 顛 陣 導 韓 欝 憩 簿 醸 覇 韓 購 線 選 韻 悪 慕 尊 慕 尊 襲 藤 隷 慕 襲 誨 韓 苺 隷 慕 様 森 燕 懸 悪 懸 轟 轟 轟 悪 轟 轟 轟 悪 議 惑 悪 憲寒 轟 轟 轟 韓 轟 轟 苺 慕 轟 題 ミ轟 悪 穏 轟 轟

施 策 0 1  健 康や病気に関 して身近に相談でき

よ うに します。

自 ら健 康 づ く りに取 り組 め る

【施 策 を取 り巻 く現 状 と課題 】

□南飾区の65歳以上の高齢者人口

は、97, 0 0 0人を超え、総人口に

占める割合も21%を超えていま
―

l  .

□要介護認定者教 も年々増加 して

お り、葛飾区の高齢千L会を考え

るとき、健康で生活 し、長寿を

全 うすることのできる 「健康寿

命の延伸」とい う侃点において、

疾病対策であった従来の第 二次

予防から、健康を維持する第
一

図 老 年人口 (65歳 以

各 年

次予防に重点をおいた健康づ くり対

健医療 目

人が全体の 7害| えてお り づ くりを行 う動機付けが必要 となっています。

【施策の

いつでモ モ)、誰もが手軽に健康づくりをスター トさせることができる環境を整えるため

づくりに関する動機づけの場を提供し、健康に関する様々な情報を発信し、区

民の方の参加意欲を高めるなど、健康づくりへの取り組みをさらに充実 していきます。

【指標 目標 値

1月

(人)

100000

90000

80000
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60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

~ 8 5 0 3 2 ~阜& 2 2 P _

( 1 0 6 )  理

平成16年 平 成17毎 平 成18年 平 成19生 平

注)カッコ内は

(出典 :住民基本

今後

指標名 現状値 平成27年度 平成 30年度 平成 34年度

塩分の摂 り過ぎに注意 している

区民の年1合 (%)
47.0 51.7 55.0 60.0

健診受診者の喫煙率 (%) 35.0 3 1 . 7 30.0 28.0

健康づくりに取 り組んでいる区

民の年1合 (%)
66.0 70.0 72.0 75.0

【区民や事 業者の役害1 】

区民一人ひとりが自分自身の健康を守るのは自分だということを認識

康づくりに取り組みます。また、事業所では、従業員向けの健康増進プロ

特に飲食1占では健康メニューの提供などに取り組みます。

しなが ら、自分にあった健

グラムの実施を行 うほか、



基本目標 1 安 心して健やかに暮らせるまち (健康と福祉)
十 ~~~一 ―

十 ~~~           手

逮 轟 轟 轟 轟 轟 轟 轟 慈 轟 轟 轟 轟 轟

【重点的に取 り組む事業】

事業内容

保健所の建替え ◆老朽化…狭あい化 した保健所を、

にも対応できるようにするため、

建替えます.

地域保健の拠点として新たな課題

だれ もが利用しやすい保健施設に

親と子の心の健康づ

くり

◆字L幼児健診等を利用 し、 う つ傾向の母親や育児不安、十 どもへの適

本l二
堅

丹
督曇 '格 景唇活R雪 暑「

るため、保健師や特千

留勝岳

・臨床

◆地域で安定ヽ して子育てができるようにするた∠王ヨ務のy、 狩子ど

撞写査言晏唇結界1暑唇皆呂暑観増を≧岩驚碁事島房ろ宏そ予言登
健康づくりの促進 ◆いつで でも、lLタィが手軽に健康づ＼/をスタートさせる

を整えるため、今後も健康に関するさまざまな情

ともに、健康づ くりに関する動機づけの場を提供 し





案

葛飾区基本計画策定検討会議

【第 1分野―健康と福祉―】検討スケジュール

内容

第 1 回 平成 23年 11月 18日

・委員委嘱

・基本計画策定検討会議の概要について
・新基本計画の策定方針について
・会議の検討スケジュールについて
・各分野の現状 と今後の課題について

平成 24年 1月 中旬

・施策の体系について

・施策の現状 と課題について
・施策の方向について

平成 24年 2月 中旬
・施策における各主体の役割について
・施策において重点的に取 り組む事業について

平成 24年 6月 上旬

・区民のご意見を伺 う会の実施結果について
・成果指標 と目標値について
・計画 (素案)に ついて

平成 24年 9月 上旬
バブリックコメン トの実施結果について

計画 (案)に ついて





資料8

葛飾区

人口E世帯数

土地利用の状況

ヽ
―

メ次〔目

テーマ1

テーマ2

人口口世帯数

土地利用
8





テーマ1 人 口E世帯数
(1)国 勢調査 による人 口・世帯数

回 平成22年国勢調査による人口は442,848人であり、平成17年と比べて17,970人(4.2%)増 えています。
23区の中では9番 目に人口が多く、平成17年からの人口増加率は14番 目に高い状況にあります.

〔11、 12参 照】

□ 平成22年国勢調査による世帯数は197,163世帯で、1世帯当たり人員は2.25人です。1世帯当たり人
員は、昭和40年の3.74人と比べて1.49人減少していますが、23区の中では、最も多い人数となって
います。〔11、 12参 照〕

■■1国 勢調査の人口、1世帯当たり人員

600′Ooo

500′00o

300′000

200′Ooo

100,000

0

１
世

帯

当

た

り

人

員
（
人
）

400′00o

人

口
（
人
）

日召示El  日召呑日  日召示日  日召赤回  日召本回
40年  45年  50年  55年  60年

平成 平 成 平 成  平 成
7年  12年  17年  22年

平成

2年

1 1人 口(人)   -1世 帯当たり人員(人)

442′328 420′
187419,017424′

801
424′478 21′

519424′
878442

出典 :総務省「国勢調査J(各年10月1日現在)



■1-2国 勢調査の人ロロ世帯数、1世帯当たり人員 (23区比較)

平成22年人口

(人日の多い順)
世帯数

平成17年～平成22年の
人口増減率 (% )

1世帯当たり人員(人)

特別 区部 8,949,ど1117 1,547,43こ 特別 区部 特別区部 197

1 世 田谷 区 878,056 449,508 l 中央区 24.[ 1 葛飾 区 2.25

9 練馬 区 716,384 336,028 串島区 13.( ? 江戸川 区 9 ，

】

3 大田区 693,i126 345,94C 3 千代 田区 12.t 3 思立 区 2.17

4 足立 区 684,063 315,06C 港 区 10.5 4 江 束 区 2.14

b 江戸川 区 678,908 304,237 0 足立 区 9.5 0 練馬 区 2.13

6 杉並区 549,723 302,91C 6 江東 区 6 荒川区 2 11

7 版橋 区 534,564 274,757 7 文京 区 9.C 7 墨 田区 2.05

8 江 東区 160,585 215,327 8 塁田区 7 1 8 大 田区 2.00

9 葛飾 区 442,848 97,16t 9 荒川区 9 世 田谷区 95

0 品川 区 365,412 96,35C 0 新宿区 67 10 板橋区
ｎ
フ

1 Jヒ厚こ 335,623 72,827 1 台 東 区 6.( 11 目黒区
∩
ン

9 新宿区 326,332 95,64 9 品川 区 12 JヒEE 94

3 中野区 314,900 84,09C 3 ‖ 用 谷 区 １
士 13 港 区

Ｏ
Ｏ

4 害島区 284,768 66,779 4 葛 飾 区 4.乏 14 品川区 86

b 圏黒 区 268,719 38,128 0 大 田区 42 文京区 .85

6 暑 田区 247,645 20,84C 6 杉並 区 4C 16 台東区 85

7 文京区 206,692 11,81 7 江戸川 区 17 千代 田区 .84

8 港 区 205,303 09,97C 8 練馬 区 18 杉並区 81

9 渋谷区 204,753 23,718 9 板橋 区 2.2 19 中央区 80

20 荒川区 204・646 97.158 20 目黒 区 1 20 中野区 71

９

一 台束区 176.092 95,42C ワ

白 北 区 !
ワ

々 豊島区 7 1

９

】 中央区 122・831 68,095 ９

０

９

】 中野 区 1,4 ９

々 新宿区 67

千代田区 47.174 25,651 ９
乙 渋谷 区 0,7 渋谷区 65

出典 :総務省「国勢調査」(平成 22年)

(2)住 民基本台帳 による人 回、外国人登録者数

回 平成23年 1月1日現在の住民基本台帳人日は435,253人で、外国人登録者数の14,832人をあわせる

と450,085人となります。〔13参 照;

□ 平成23年 1月1日現在の住民基本台帳人口の年齢3区 分別割合については、0～ 1!1歳の割合が

12.3%、15～64歳の割合が65,4%、65歳以上の害J合が22.3%で す。平成7年と比べると、0～ 14歳の

割合が13.7%か ら12.3%へ と1.と1ポイント低下する一方、65歳以 上の割合が12.9%か ら22.3°r)へと9,!1

ポイント高まっており、少子高齢化の傾向がうかがえます。平成8年以前は、0～ 14歳の害1合が65歳

以上の害1合を上回つていましたが、平成9年 に逆転し、65歳以 Lの害1合の方が高くなっています。

〔13・14参 Ha〕

□ 平成23年 1月1日現在、23区の中では、0～ 14歳の割合が4番 目に高い一方、65歳以上の年1合も5番

目に高くなっています。〔15参 照〕

□ 平成23年 1月1日現在の外国人登録者数は14,832人で、平成13年、14年には対前年度増減率が

9%台 、平成20年には7%台 になっていましたが、伸び率が低 下傾向にあります。また、平成22年

の時点で、全国で17番 目に外国人登録者数が多い自治体となっています(法務省「登録外国人統

言十J(平成22年)より).国 待別には、中国、韓国、フィリピン、朝鮮の L位 4カ国で、全体の約9害」を占

めています.〔16参 照〕



■1-3住 民基本台帳人日、外国人登録者数、住民基本台帳人口の年齢構成割合

出典:住民基本台帳、外国人登録者教(各年1月1日現在)
注:年齢構成常1合には、外国人登録者数は含まない↑

■1-4住 民基本台帳人口の年齢構成害1合

出典 :住民基本台帳 (各年1月1日現在)

住民基本台帳人口(人) 外国人

登録者数
(人)

合計(人)

住民基本台帳人日
年齢別割合(%)

0～ 14歳 15～64歳 65歳以上 0～14歳 15～64歳 65歳以上

平成7年 122,571 58,028 309,898 54,645 r 430,345 13.7 73.3 12.9

平成8年 と121,907 57,406 307,606 56,895 7,699 4291606 13.6 72.9 3

平成9年 420,902 56,694 304,854 59,354 7,781 428,683 72.4 4

平成 0年 420,271 56.062 301,864 62,345 8,017 428,288 71.8 4.8

平成 1 年 421,164 55,583 300,265 65,316 8,244 429,408 71.3

平成 2年 420.331 54,794 297,525 68,015 8,640 428,974 70.8 6

平成 3年 419,616 54,307 293,96!1 71,345 9,464 と129.080 70.1 7.C

平成 4年 54,057 292,748 74,313 0,335 431.153 2.8 69.5

平成 5年 422,989 54,064 291,284 77,641 0,712 433,701 2.8 68.9 8

平成 6年 423,340 53,791 289,359 80,190 1,297 434.637 2.7 68.4

平成 7年 424,640 53,780 288,350 82,510 1,542 436,182 2.7 67.C 9

平成 8年 126,897 54,046 287,769 85,082 2.106 439,003 2 7 67.4

平成 9年 428、131 53,722 286.180 88.22C 2.530 4と10,661 66.8 206

平成20年 429,267 53,634 284,675 90,958 3.‐148 442,715 66.3 21.2

平成21年 430,173 53,345 283,088 93,740 4,175 444,348 65.8 21.8

平成22年 !131,796 53,192 282,530 96,074 1,527 446,323 65.4 999

平成23年 135,253 53.653 284,723 96,877 4,832 450,085 65.4 22.3

-0～ 14歳 -15～ 64歳 -65歳 以上

( % )

800

700

600

5010

40.0

30.0

200

100

0 0

フgに3_7郷町 蛇孔抽 7『1古

13.713.614114,815.516.2
1■ol■61&41&91'41銃92は6‐2Ⅲお212213

12.913.5 13.513.313213012.912.812.812712712712.512.512.412.312

平成 7 10 14 20 21  22  23年



■■515歳 未満人口と65歳以上人口の人数と比率(23区比較、順位は各比率の高い順)

順位 区名
0～ 14歳

順位 区名
65歳以上

人数 (人) 割合 (% ) 人数 (人) 害1合 (% )

特 丹可 区
立
日 963,353 1 特  別  区  部 1,736,665 20.3

1 江 戸 川 区 95,324 4.C 1
レ
Ｌ 区 78,433 24.7

2 練  馬  区 88,490 2.8 2 台  東  区 40,496 24.0

3 足  立  区 81,482
９

０ 3 き
加 区 42,848 22.7

4 葛  飾  区 53,653 Ｏ
θ

９
告 4 足  立  区 144・074 22.4

D 江  東  区 54,629 ９

一 5 葛  飾  区 96,877 22.3

6 千 代 田 区 5,495 ｒ
Э 6 里

空
田 区 52,616 21.9

7 港 区 23,392 1.4 7 板  橋  区 107,669 20.8

8 大  田  区 76,745 1.4 8 豊  島  区 51,161 20.8

9 世 田 谷 区 94,936 1.4 9 大 田 区 140,054 20.8

10 苦
凡

ナ|十 区 21,456 1.4 10 新  宿  区 58,763 20.7

板  橋  区 58,226
０
じ 中  野  区 60,434 20.2

９

０ 中 央  区 12,963 1 . 1

９

０

ロ
日日 区 69,925 19.C

13 文  京  区 20,648 0.8 つ
θ 杉 並 区 104,036 19.7

14 墨  田  区 25,917 0.8 14 文 一爪 区 37,638 19.7

15
口

ロロ 区 36,610 0.4 圧う 江  東  区 88,771 19.7

16 目 黒  区 25,936 0.2 16 練 馬 区 136,413 19.7
，
１

レ
し 区 31,194 9.8 ワ

ｒ 千 代 田 区 9,369 19.C

18 杉  並  区 51,573 9.返 18 目 黒  区 48,578 19.1

19 台  東  区 15,804 9.二 19 渋  谷  区 37,325 19tC

20 渋  谷  区 17,728 9.( 20 世 田 谷 区 155,223 18.C

９

０ 豊  島  区 21,252 8.〔 ９

０ 江 戸 川 区 120,578 18.4

９
一

９

０ 中 野  区 25,657 8.( ９

０

９

０ 港 区 36,119 17.C

つ
０

９
０ 新  宿  区 24,243 8. 23 中 央 区 19,265 16.5

出典 :住民基本台帳 (平成23年1月1日現在)

■1-6外 国人登録者数と対前年増減率

外
国
人
登
録
者
数
（
人
）

孔″4孔∞9孔鴻 1母∝7既泌4饗

璽 外国人登録者数(人) ― 対前年増減率(%)
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△ 5

対
前
年
増
減
率
（
％
）

・２

６ナ

ン
中

△10

平成 7   8 22  23年

出典 :外国人登録者教 (各年1月1日現在)



(3)転 入 ・転出状況

国 人用動態統計による転入転出状況については、平成13年以降、怯入超過の状況が続いてきました
が、特に平成22年の転人超過数は多く、3,105人の超過となっています。〔17参 照〕

■■7転 入口転出者数、転入超過数

| 「 転入超過数  ― ― 転入数  ― t「―転出数
転

入

数

・
転

出

数
（
人
）

30,000

25,000

20′000

15′000

10′000

5′000

4′000

3′000

2′000

1,000

0

△ 1′000

△ 2′000

△ 3,000

転
入
超
過
数
（
人
）

0

平成 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 4再

出典 :厚生労働省 「人口動態統計」



(4)町 別人 口

□ 平成23年1月1日現在の住民基本台帳人口を町別にみると、堀切(27,647人)や亀有(24,922人)、青

戸 (24,401人)などの人日が多くなつています。平成18年と比べると、東新小岩で3,873人、亀有で

2,620人、奥戸で1,816人、白鳥で1,382人、青戸で1,167人、小菅で1,075人、高水九で1,017人、四

つ木で1,002人の増加がみられる 方ヽ、堀切で1,619人、高砂で1,331人の減少がみられます.〔18

参照〕

■1-8町 別人口(平成23年1月1日現在の人口が多い順)

順位 地域
平成23年 1月1日 平成13年1月1日 平成13年→平成23年

人 口(人) 世帯数 人 口 ( 人) 世帯数 人口増加数(人) 人口増加率(%)

1 I P B切 27,647 3,290 29,266 12,752 ▲ 1,619 ▲ 55

亀有 24,922 2,442 22,302 10,494 2,620

3 青戸 21,101 2.178 23,234 10,585 1,167 つ

4 東新小岩 23,508 1,1109 19,635 9,131 3.873 19.7

つ 柴 又 23,322 01506 231460 9、667 ▲ 138 ▲ 0。(

6 東全町 22,361 0,868 21,616 9.657 745

r 立 石 22,063 0,777 21,551 9,666 512 2.4

8 奥 戸 20,352 8,997 18、536 7,691 1,816

9 高 砂 9,470 9,623 20,801 9,148 ▲ 1,331 ▲ 6.4

0 全 町 7,373 8,655 16,404 7+479 969

1 西新小岩 6,009 7,678 16.599 7.294 ▲ 590 ▲ 3.(

つ 西亀有 4 173 6,5115 13,842 5、936 2.4

3 南水元 3,850 5,860 12,833 5.054 1.017 r

4 東四つ木 3,723 6,409 14.033 6,031 A 310 ▲ 2.[

fD 新小岩 3`721 7,846 13,871 7,286 ▲ 150 ▲ 11

6 水 元 3,165 5,365 12,406 4,610 759

r 四つ 木 2)884 5,909 11,882 5,011 1,002 8.4

8 鎌 合 2,612 5,797 11,904 5,076 708

9 西水元 2,337 5,153 11,522 4,415 815

白鳥 9 5,416 10,796 4,533 1,382 12.8

新宿 1,746 5,542 11,801 1,901 ▲ 55 ▲ 0.5

束立石 1,180 5,235 10.821 1.604

小背 1,090 5,897 10,015 1,704 1.075 10.7

細 田 0,675 4,763 10,060 4,196 615

東水元 9,100 3,781 8,313 3,201 787

東堀 切 7,755 3,463 8,061 3,378 ▲ 306 ▲ 3[

宝 町 7,168 3,442 7,577 3,213 ▲ 409 ▲ 5.4

お十と茶屋 6,468 3)152 6.449 2,967

金町浄水場 0 0 ▲ ▲ 100,(

水元公園 0 0
` )

1 ▲ 2 ▲ 100.(

てゝ言十 435,253 205,998 t419,616 182,703 15,637 3 7

出典 :住民基本台帳 (各年1月1日現在)



(5)昼 間人 口比率

回 平成17年国勢調査によると、昼間人口は343,039人で、夜間人口(424,823人)に対する昼間人日の
比を表す昼夜FH9人口比率は80.7となっています.23区の中では、昼夜問人口比率が最も低い値と
なっています。〔19参照〕

■■9昼 夜問人口比率、昼間人日、夜間人口(平成17年)

順位 区名 昼夜間人口比率 (%) 昼間人 口(人) 夜間人口(人)

特 万叫 区
、」
日 135。1 11)284,699 8,351,955

1 千 代 田 区 2,047.3 853,382 41.683
9 中 央 区 659.5 647,733 98,220
3 港 区 489.4 908,940 185,732
1 渋  谷   区 272.4 542,803 199,280

つ 新 宿 区 2535 770,094 303,808
6 台  東   区 185.6 303,522 163,52達
7 文  京   区 177.4 336,22C 189,564
8 豊  島   区 162.3 378,475 233,141
9 口

叩 区 1464 505,034 344,888
0 江 東 区 116.6 490,708 420,827
l 甚  田   区 113.6 262,514 231,092

目  黒   区 109.1 271,320 248174C
3 大  田   区 99.0 657.209 664,027
J 警

れ
||| 区 96.3 184,021 191,163

0 区 93.0 307,317 330,345
6 中 野 区 92.C 285,636 310,392
7 板 橋 区 899 456,425 507,79C

世 田 谷 区 89.7 736,04C 820、32C
9 足 区 86.6 539,309 622,500

20 杉 並 区 84.1 439,379 522,582
棟  馬  区 82.4 530,628 643,687
江 戸  川  区 81.8 534,942 653,805

23 葛  飾  区 80.7 343,039 424,823
出典:総務省「国勢調査」(平成17年)

麗!暑岳な鉢晶輪額緊鋼:魅j景民と瑞卜↓…去
注士 昼夜問人口比率は、常住人口(夜間人口)1 0 0人当たりの昼間人口の比を指すi

同一の場所に居住した期



テーマ2土 地利用

( 1 )土 地利用状況

□ 利用区分別にみた土地利用面積比率   ■ 2 - 1土地利用面積比率(平成2 2年1月1日現在)

(平成22年1月1日現在)は、住宅地が

87. 8 %、工業地が3.8 %、商業地が3.1 %

などとなっています。〔21参 照〕

出典 :葛飾郁税事務所資料

( 2 )用 途地域

□ 都市計画における用途地域は、任居系 ・
2-2用途地域の用途別割合(工業系割合の高い順)

が合言+58,9%(23区平均59.2%)、商業

系が合計8.4%(同 18,3%)、工業系が

32.7%(同22.5%)となっており、23区平

均と比べて、工業系の害1合が高い一方、

商業系の割合が低くなつています。〔22

参照〕

( % )

‖贋位 区名 住居系 商業系 工業系

特 区 吉悟 59,2 18.3

1 江  東   区 708

荒  川   区 22.1

3 大  田   区 536

4 塁   田   区 6 3 522

う 区 178

6 葛  飾   区 58.C 32.F

r 足  立   区 60.7

板  橋   区 61.2 14.0

引ヒ 区 54.5 23.0

0 江 戸  川  区 19.2

1 港 区

中  央   区 152

3 文  京   区

4 新  宿   区 325

0 目  黒   区 81.2 0.わ

6
屯

島 区 622 41

r 練  馬   区 8.1

8 渋   谷   区

9 中 野 区 17

杉  並   区 127 1.6

世  田  谷  区 91.2 7.8 10

束 区

千 イ代 田  区 611

出典:財団法人都市計画協会
「
都市計庫千年十R」(平成 22年 )

8



(3)公 示地価

□ 住宅地の平均公示価格は、平成20年1月時点で302.8千円であり、23区の中では、足立区に次いで

2番目に低い値となっていますc〔23参 照〕

■2-3住 宅地の平均公示価格(23区比較)

千代田区

港 区

渋谷区

中央区

目黒区

文京区

品川区

新宿区

台東区

世田谷区

中野区

豊島区

大田区

杉並区

荒川区

板橋区

ガヒ 区

練馬区

江東区

江戸川区

墨田区

葛飾区

足立区

千円)
2,1230

1,1913

出典:公益財団法人特別区協議会「特別区の統計」(平成20年版)
注 :平均地価とは、標準地ごとの1ボヽたりの価格の合計を当該標準地数で除したものをいう

( 4 )生 産緑地地区

□ 生産禄地地区が、区内に223カ所、30.2ha決定されています。〔24参 照〕

E外 4生 産緑地面積、地区数、区面積に占める割合(生産緑地面積の多い順)

順位 区名
生産緑地決
定面積(ha)

生産緑地
地区数

区面積に占
める割合

(%)
1 棟馬区 202.2 Ｏ

Ｏ
父
∪ 4.20

? 世田谷 区 104.6 565 1.80

3 江戸川区 400 300 0.80

4 杉並区 38.2 145 112

つ 足立区 37.5 237 0,70

6 葛飾区 30,2 ９
“

９
０ 0.87

7 板橋区 1 1 . 2 0,35

8 日黒 区 2.6 18 0.18

9 大 田区 2.6 18 0.04

10 中野区 ９

一

９

一 0.15

1 1 引ヒ匝至 0 4 4 0.02

出典 :財団法人都市計画協会 「都 市計画年報」(平成 22年 )
注:区面積は、国土地理院「平成 22年全国都道府県市区町村別面積調」(平成 22年 10月 1日現在)の値を用いた(葛

飾区と江戸川区は境界末定のため、参考値を用いた)_

9
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テー・71■鶴鶴i
F十1卜|||

1.現 状

El本区の平均寿命は、平成17年の生命表によると、男性が77.7歳、女性が84.5歳で、男性は23区中4
番 目に短く、女性は3番 目に短い状況にあります。また、平成20年の早世率 (65歳未満で死 亡する

害1合)は、全国が1597)、東京都が17.6%であるのに対し、本区は182%と 高い状況にあります。

回 平成21年の周産期死 亡率 (1,ooO対)は、全国42、東京都39、葛飾区4.1で、本FX~は全国や東京都

と同じ水準にありますが、同年における0～4歳の死亡率 (10万対)は、全国65,0、東京都64.1、葛飾

区68.5です。

日 区が行うがん検診の受診率は、肺がん′検診を中心に近年向上の傾向にあります。〔11参 照〕
□ 40歳から74歳までの国民健康保険被保険者を対象に行つている特定健康診査σD平成21年度の受

診率は46,7%(21年度 胃標値57.5%)で、特定保健指導の同年度の利用率は8.07)(同30弘))です,
国 平成21年度の特定健康診査の結果をみると、本区は特別区や東京都の平均と比べて、40歳～74歳

の生活習慣病 (糖尿病、高血_圧症、脂質異常症)の有病率や、40歳～50歳代男性のメタボリックシン

ドロームの予備群や該当者の割合がやや高い傾向にあります。112、13参 照!

日 区が行う成人歯科健診の平成22年度の結果をみると、60歳で24本以 l二の歯を行する人のキJ合は

72.9%(東京都63.4弘))ですが、40歳で進行した歯周病に罹っている人の害1合は27%(1司20.1%)で

高い傾向にあります.

臼 厚生労働省が実施している患者調査によれば、全国の うつ」の患者数は、平成11年から平成20年

長での9年 間で2,1倍に増カロして| まヽす.

□ 際i内の「うつ」の忠者数は、約3,700人と推 itされていますが、実際にはその2～ 3倍 の方が うつ_に

悩んでいると考オ_られます。

日 本区の自sI支援医療 (十吉神通 暁医療)の受給者数は、平成20年度4,991人 、21年度5,089人 、22年

度5,692人と増加傾向にあります.

口 平成22年度の葛飾区世論調査によると、健康な生活のために区民が期待するもの(複数回答可)と

しては、「健康診査・がん検診に関することJが約5キ」、「医療機関に関する情報提供とと'食湿1の安全

性に関することとが約4害|、「飲み水の安全性に関すること」と「健康づくりに関する情報提供」が約3

告けです。



■1-1区 が行うがん検診の受診率
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30歳以_Lが対象。子とがんは17年度から隅午実施。子宮がんと乳がんは、21年度から実施の無料クーポン分を含む。大暢
がん、高t立腺がんは、20年度から対象者の上限年齢が64歳から74報となった。
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2,中 期実施計画における本区の取組

(1)健康づくり

□ いつでも、どこでも、誰もが手軽に健康づくりをスタートさせることができる環境を整えるために、健康

づくりに関する動機付けの場を提供したり、健康に関する様々な情報を発信し、区民の方の参加意

欲を高めるなど、健康づくりへの取り組みを充実してきました。

【中期実施計画事業】

・保健所の建替え(平成23年度完了)

・親と子の心の健康づくり

(2)健康診査・検診

□ がん検診を充実させるなど、疾病を早期発見できる体制を維持してきました。また、母子保健対策の
一環として、妊娠中の健診や乳幼児健診を充実してきましたc

(3)食育の推進

国 不規則な食事や食生活の乱れによる生活習慣病の増加、食の安全性に対する不安の高まりなどか

ら、食を通じた健康づくりについて、区民・区。事業者がそれぞれの役害1に応じた取り組みを進めて

きましたc

3口葛飾区政策・施策マーケティング調査結果

■健康づくりに取り組んでいる区民の書1合

( % )
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■健康診断・人間ドックを定期的に受診している

区民の害J合
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テーマ2衛 生

1口現状

□ 医療の安全については、近年、医療事故などによる医療不信が問題となったほか、患者から保健所

に対し、医療に関する苦情・相談が多く寄せられています。

□ 食の安全については、平成22年度の本区の食中毒事件発生件数は3件で、うちノロウイルスによるも

のが2件、カンピロバクターによるものが1件です。東京都全体の発生傾向をみると、食習慣の変化

に伴い、ノロウイルスやカンピロバクターを病因物質とする食中毒事件の数が多くなっていますc

□ 環境衛生については、密集住宅地の再開発や住宅の高層化、木造住宅の建て替えなどで、ドブネ

ズミや感染症の原因となる害虫などの発生が抑制されてきた一方、都市型のクマネズミやダニなどの

不快害虫の相談は減少していません。

□ 感染症については、結核の発生患者数は減少を続けていますが、平成22年度の本区の結核罹患

率(10万対)は26.0で、国(18.2)や東京都 (23,1)よりも高い状態にあります。〔2-1参照〕

ロ エイズや性感染症については、保健所で実施するHIV・性感染症検査の受検者数は平成21年度以

降減少を続けています。

■2-1感 染症届出数

□結核の届出患者数

□感染症(1～3類口結核を除く)の届出患者数

( 人)
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平成18  19   20  21年 度

129      133

出典:平 成 22年 度施策評価表
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2日中期実施計画における本区の取組

(1)薬事衛生

口 薬事衛生を取り巻く環境は、平成21年度施行の改正栗事法により大きく変化しましたが、引き続き医

薬品の品質監視を行い、安全を保持してきました。

(2)食品衛生

回 食品の安全に関する区民の関心が高いことから、いろいろな媒体を使用して食の安全の普及啓発

に努めてきました。

(3)環境衛生

回 環境衛生に関する区民からの相談対応や正確な情報を迅速に区民に提供するため、職員の資質

の向上を図ったほか、ホームページの見直しや衛生講習会の実施等、情報伝達の手法の向上に努

めてきました。

(4)感染症対策

回 感染症への正しい対応の普及啓発により予防行動を強化するとともに、関係機関との連携を図り感

染症の発生時に適切な対応ができるよう、日頃から体制の整備・5虫化を実施してきました。

3.葛 飾区政策B施策マーケティング調査結果

■医薬品の安全に関心を持つ区民の割合

( % )
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テーマ3医 療

1。現状

日 本区では、65歳以上の人口が平成22年度の97,652人から平成34年度の111,802人へと14,000人以

上増えることが見込まれており、地域医療に対するニーズが一層高まると考えられています。また、

近年では、医療技術の進化で入院日数の短縮が進んだことから、在宅での医療ニーズも高まってい

ます。

田 大規模災害への備えに関しては、区内16か所を医療救護所に指定し、職員の動員体制の整備や、

医薬品などの医療救護活動用物品の備蓄を図つています。

2.中 期実施計画における本区の取組

(1)医療体制

□ 休日・夜間の一次救急医療サービスの提供、障害児・者や寝たきり高齢者に対する必要な時に適切

な歯科診療を提供する体制の確保など、区民の医療不安に対応してきました。

(2)医療保険・助成

□ 医療保険については、医療費の適正化に努め、制度の安定的な運営を図つてきました。また、区民

が安心して医療を受けられる体制を整備するため、各種の医療費助成事業を実施してきましたc
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3.葛 飾区政策口施策マーケティング調査結果

■大きなケガや病気をしたときの、葛飾区内での   日 かかりつけ医を持つている区民の割合
治療や入院の体制に満足している区民の割合

( % )

4 0

3 5

3 0

2 5

平成19 20  21  22 23年 度

( % )

0

75

70

65

60

平成19 20  21  22 23年 度

■必要とする医療を受けられている区民の割合
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チーマ4高 齢者支援
1.現 状

日 本区の将来人日の推計によると、人口に占める65歳以上の割合は、平成22年度の21.7%から、基本

計画終了年度の平成34年度には24.5%に上昇することが見込まれています。また、65歳から74歳ま

での人口は、平成22年度は53,240人ですが、平成27年度に56,512人へとピークに達した後は減少

傾向に転じ、平成34年度には50,684人になると推計されていますc75歳以上の人口は、平成22年度

は44,412人ですが、平成34年度には61,118人へと急増し、平成22年度と比べて約4割増加すると推

計されていますc〔41参 照〕

日 本区における要支援・要介護の認定者数は、介護保険制度を開始した平成12年度には6,906人でし

たが、平成22年度には14,914人へと約2.2倍に増えていますc第 1号被保険者 (65歳以上の区民)に

占める要支援・要介護認定率は14.2%で、23区の中では江戸川区に次いで2番 目に低い水準です。

〔42、43参 照〕

□ 平成22年度の葛飾区世論調査によると、要介護時に望む生活として、「自宅で介護保険サービスな

どを利用しながら生活を続けたいJとした人の割合が約5割で最も高く、次いで、「特別養護老人ホー

ムや老人保健施設などの施設に入所したいJとした人が約2割となつています。〔4-4参照〕

日 本区の調査によると、要支援・要介護認定者の中で、認知症の日常生活 自立度が I以 上の区民

(何らかの認知症を有する者)は12,296人おり、65歳以上の人口の約1割を占めています(平成22年

度第3回葛飾区地域保健医療協議会配布資料「認知症対策についてJ(平成23年2月1日)より)。

ロ シルバー人材センターについては、原則60歳以上の区民に対して仕事を提供しており、60歳以上

の区民のうち約3,000人が登録していますc登録者数は増加傾向にあり、会員の就業率(約7割)は、

23区中10番目に高い水準にあります。〔45参 照〕

□ 自主組織の高齢者クラブについては、社会奉仕活動や健康増進、レクリエーションなどの場を提供

しており、60歳以上の区民の約1割が加入しています。平成23年4月現在、区内には154クラブがあ

り、高齢者が気軽にグループ活動を行う機会となっていますが、登録者数は減少傾向にありますc

■4-1高 齢者の年齢区分別にみた将来大田(住民基本合帳人口と外国人登録人回の合計)
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出典:葛 飾区推計(平成23年度以降は推計値)
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E4-2要 支援B要介護認定数
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■4-3第 1号被保険者に占める要支援・要介護認定率
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■年4要 介護時に望む生活

出典:「第13回葛飾区世論調査」(平成22年度)

■4-5シ ルバー人材センターの就業率
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2.中 期実施計画における本区の取組

葛飾区政策コ施策マーケティング調査結果

(1)高齢期の活動の場づくり

□ 高齢世代の社会参加に対するニーズに応えるため、様々な地域参加の場や活動を提供してきまし

たcまた、シェア団体が行政から自立して次の高齢世代へ向けての柔軟な社会参カロ機会を生み出

していけるよう、地域活動団体や市民活動団体との協働や高齢者クラブの支援・育成を進めてきまし

た。

(2)介護予防

□ 高齢者がいつまでも介護を必要とせずに生活できるよう、継続的に介護予防の方法や機会を提供し

てきました。

【中期実施計画事業】

・介護予防推進事業

(3)高齢者生活支援

□ 要支援・要介護の認定後でも、安心して地域で生活できるよう、介護サービスや生活支援を充実して

きました。また、軽度者に対する要介護度の軽減等に効果のある予防給付を実施してきましたc

【中期実施計画事業】

・特別養護老人ホームの整備支援

・認知症高齢者グルーブホームの整備支援
・介護老人保健施設の整備支援

■サークルや就労の場を持つている60歳以上の

区民の割合

■介護予防に取り組んでいる区民の書1合
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テーマ5障 害者支援

1コ現状

回 東京都では、障害のある方が様々なサービスを受けるため、身体に障害がある方に対し身体障

害者手帳、知的障害のある方に対し愛の手帳、精神に障害がある方に対し精神障害者保健福

祉手帳をそれぞれ交付しています。このうち、本区の平成23年度の身体障害者手帳の所持者

数は14,533人、愛の手帳の所持者数は2,692人、精神障害者保健福祉手帳所持者数は2,190

人となっていますc〔51参 照〕

回 国は、平成25年8月までに、現行の「障害者 自立支援法」を廃止し、制度の谷間のない支援の

提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を内容とする「(仮称)障害者総合

福祉法」の施行をめざしています。

□ 障害者雇用促進法の改正(平成21年4月から段階的に施行)により、障害者雇用納付金制度差)

の対象事業主が中小企業にも拡大されたほか、短時間労働者 (週20時間以上30時間未満)の

適用範囲が精神障害者だけでなく、身体障害者や知的障害者にも拡大されるなど、企業の障

害者雇用を増やすための制度改正が行われていますc

注)「障害者雇用納付金制度」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」によって、事業主が、その「常時雇用し
ている労働者数」の180/0以上の障害者を雇用することが定められており、雇用率が未達成の場合には、障害者
雇用納付金を納めなければならない制度を指す。

日 本区の平成21年度の障害者就労支援センターからの延べ就労者数は327人であり、さらに3年

間離職しなかった障害者の割合(就労定着率)は4害」となっています。〔5-2参照〕

□ 平成22年度に行った葛飾区障害者意向等調査(精神障害者調査)によると、精神障害者の約2割が

ひとり暮らしであり、援護者がいると回答した方の援護者の約6割が60歳以上の方です。精神障害

者が自立して地域生活を営むためには、共同生活援助 (グループホーム)や共同生活介護 (ケ

アホーム)が必要ですが、他の障害のサービスと比較すると整備が遅れています。

□ 平成22年度に行った葛飾区障害者意向等調査(知的障害者調査)によると、将来、不安なこと(複数

回答可)は、主な援護者がいなくなること「いわゆる親なき後」の不安が7割を超えています。

□ 近年、発達支援を必要とする児童が増加しています。

□ 平成22年度の葛飾区世論調査によると、障害のある人が安心して暮らすために重要と考えること(複

数回答可)は、「障害のある方に対する周囲の人々の理解」が一番多く、以下「道路や公園の段差解

消やフ点字ブロックの設置」、「鉄道駅舎へのエレベーターやエスカレーターの設置」、「段差解消

や自動ドア・障害者対応トイレの設置等、日常生活で利用する身近な小売店などの設備」と続

いています。

可2



■5-1身 体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者数

出典:「葛飾区の現況」(各年度4月1日現在)

■5-2障 害者の就労定着率

出典:平 成22年度施策評価表

(人)
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2.中 期実施計画における本区の取組

(1)障害者自立支援

回 障害者の地域における自立した生活を支援するため、様々な事業の充実を図つてきました。

【中期実施計画事業】

・知的障害者ケアホームの整備支援
・障害乳幼児早期療養体制の整備

(2)障害者就労支援

回 障害者就労訓練システムの充実、通所援産施設との協働による就労支援の取組の強化、就労者の

職場定着支援や余暇・生活支援の充実などに取り組んできましたc

【中期実施計画事業】

・障害者就労訓1棟システムの整備
・精神障害者就労支援施設等の整備拡充
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テーマ6子 どもコ家庭支援

1日現状

日 本区の1人の女性が一生に生む子どもの数を表す「合計特殊出生率」は、長期的な下落傾向にあり、

平成18年には1.17へと下がりましたが、30歳代の出産率の改善などにより、平成19年には1.31へと

反転上昇しました。その後もほぼ横ばいで推移し、平成21年で1.30です。23区の中では、江戸川区、

足立区に次いで高い出生率となっています。〔61参 照〕

□ 結婚や子育てに関する価値観の変化などから少子化が急速に進行しているのと同時に、都市

化に伴う核家族化、就業環境の変化、近隣関係の希薄化などを背景に、家庭や地域の子育て

力が低下しています。

日 本区の保育サービス利用児童数は、8,115人(平成23年4月1日現在)で、施設整備により年々受け

入れ数は増加しています。しかし、待機児童数(4月1日現在)をみると、平成21年度は62人、平成22

年度は139人、平成23年は145人と増加しており、社会経済状況の変化やライフスタイルの変化によ

り、就労を希望する保護者の増加を背景とした保育需要に追い付いていない状況にありますc〔併2、

63参 照〕

回 学童保育クラブの入会児童数は増加しています。〔併4参照〕

□ 保育サービスの内容に関しては、就労形態の多様化への対応や、子どもが病気の時の対応など、

保育内容の多様化が求められている一方で、出産や通院などで保育することが困難な場合や、保

護者がリフレッシュや自身の活動を行う場合など、在宅の子育て家庭向けの保育サービスの需要も

高くなっています。

□ 区内における児童虐待の通告件数については、平成20年度に154件、平成21年度に157件ありまし

たが、平成22年度には131件へと減少していますcしかし、平成22年度には近隣区で虐待による死

亡事件が起きており、また、児童虐待の相談件数のうち中度以上の相談件数の割合が2～3割あり、

早期発見・早期対応が喫緊の課題となっています。

日 本区が保護者に対して行った「子育て支援に関するアンケート」(平成22年度)によると、「子どもの医

療費に対する支援」への満足度が高くなっている一方、「休 日、病後、延長にも対応する多様な保

育」、「子どもの病気に昼夜、休 日を問わず適切に対応する医療機関の充実」、「子どもが安心して

遊べる公園や遊び場の整備」、「歩きやすい安全な歩道の整備」については、満足度が低くなってい

ます。
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E6-1平 成21年の合計特殊出生率

江戸川区

足立区

葛飾区

江東区

荒川区

港区

墨田区

大田区

練馬区

板橋区

中央区

北区

品川区

千代田区

台東区

新宿区

文京区

世日谷区

豊島区

中野区

渋谷区

目黒区

杉並区

出典:厚生労働省「人口動態統計」

■6-2就 学前児童人口等(平成23年4月1日現在の待機児童数の多い順)

順位 区名

平 飼 234干 平成 22年

待機児童数
増減数
(人)

就学前児童
人口(人)

保育サービ
ス利用児童

数 (人)

就学前児童
人口比率

(%)

待機児童数
(人)

待機児童数
(人)

1 世 田  谷  区 39,670 10,822 27301 725 △37
2 練 馬 区 34i469 9,790 28.4040 552
3 足 区 32,226 10,332 10/0

4 大 田 区 31.283 9,973 319% △ 6

仮 橋 区 231824 9,040 379比 △ 12(
6 江 東 区 24(480 8,84C 36.1先 273 △ 7[

江 戸  川  区 371625 10,594 28200 272 295 △ 2 [
8 港 区 11.584 3,406 29400 265 ∠玉t
9 島 区 9、006 3,346 37200 1

0 葛 飾 区 21.337 8,115 38.005 145
1 中 野 区 10,900 31765 34.500 ど玉1
9 渋 谷 区 8,056 21503 31 190

3 里
坐 田 区 10,900 4.468 410'0 と上41

4 文 一只 区 8,80( 2,726 31 0, ど上8
Э 新 宿 区 10,687 4,123 386' 9

6 杉 並 区 21,506 6、469 30.1 4

)|| 区 16,328 5、915 3629 どェ5
8 目 里

小
区 101958 3,259 297! 8

9 中 央 区 6,561 2,313 353'0 ▲ 11 2
)|| 区 9、181 3,831 41,700 _10

東 区 6,680 2,105 315'。 と上10
区 12、939 4,959 38,3靴 △81

千 代 田 区 2,184 3500/ 3 △3(
出典:東京都福祉保健局資料(各年4月 1日現在)
注■就学前児童人口は、東京都総務局発行「住民基本台帳による東京都の世帯と人口(各年 1月 1日現在)」による二

(外国人登録数は含んでいない.)
注2:保育サービス利用児童数は、認可保育所、認証保育所、認定こども園、家庭的保育事業、定期利用保育事業、区

市町村単独保育施策の合計.各保育施策の定員数の合計とは異なる。
注3:就学前児童人口比率は、保育サービス利用児童数十就学前児童ノ、日により求める.
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■併3保 育サービス利用児童数及び待機児童数の推移
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出典:葛飾区子育て支援部

■併4学 童保育クラブの入会児童数及び施設数の推移
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2.中 期実施計画における本区の取組

(1)子育てする家庭への支援

田 子育てに対する経済的支援を行うほか、子育て環境の整備である子育てひろば等について、計画

的に拡充し、在宅で子育てする母親の育児不安や孤独感の解消を図ってきましたc

【中期実施計画事業】

・子育てひろばの設置

。一時保育の設置

(2)仕事と子育ての両立支援

□ 仕事と子育ての両立を支援するため、保育所、学童保育クラブの計画的な整備に努め、保育に欠け

る児童の入所施設を整備してきました。また、多様な就労形態に対応した保育需要に応えられる保

育サービスを供給してきました。

【中期実施計画事業】

・保育所の設置

・学童保育クラブの設置

・病児保育の設置

(3)子どもの健やかな育成の支援

回 平成23年7月に子ども総合センターを開設し、虐待等の早期発見、早期対応に努めるとともに、各種

関係機関との連携を深め、区民から身近で頼れる相談場所となるよう、その活動実態をアピールして

きました。また、放課後の児童健全育成を担う児童館事業とわくわくチャレンジ広場事業の連携を図
つてきましたc

【中期実施計画事業】

・子ども総合センターの建設(平成23年度完了)
・母子生活支援施設の建替え(平成23年度内完了予定)

17



38葛飾区政策・施策マーケティング調査結果

■安心して子育てできると思つている区民の害」合 ■ 仕事と子育てが両立しやすい環境が整っている
と思う区民の割合
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チーマ7低 所得者支援

可口現状

日 本区では、平成23年4月中の生活保護被保護世帯が8,881世帯、保護率が27.0%0(千分率)となって

おり、平成15年度と比べて被保護世帯数が約1.6倍となつています。〔7-1参照〕

日 本区の人日当たりの生活保護率については、平成21年度に月平均で24.1%0となっており、23区中で

7番目に高い水準にあります。〔72参 照〕

□ 稼働年齢者のいる生活保護世帯のうち、自立更生した世帯の割合は、平成21年度で3.23%です。

〔73参 照〕

日 本区のひとり親家庭の数は、平成17年の国勢調査の時点で、父子家庭が384世帯(うち6歳未満の

子どもがいる世帯が41世帯)、母子家庭が2,963世帯(うち同597世帯)あり、その数は増加傾向にあり

ます。また、平成22年度の東京都の母子生活支援施設実態調査によると、母子家庭については就

労収入が15万円未満の世帯が7割以上あり、低所得世帯が多く占める現状にあります。

■7-1生 活保護受給世帯数日受給人員・生活保護率

l l生 活保護受給世帯数(世帯)― ●―生活保護率(%。)
10′000

9′000

」ヒ  8′000

所5  7′000

雷  illll
世±  3′000

1事  2,000

勢史  1′00o

0

8′881

7′359

生

活
保

護

率

（
％。
）

４０

３０

２０

１０

5,896   6′ 127   6′ 337 6′571 6′フ93

22 23年度ヨニ局尾15   16

出典,「葛飾区の現沈」(各年度4月中、保護停止中を含む=)、23年度は区資料
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■7-2平 成21年度(月平均)の生活保護率

中
央
区

港

区

世
田
谷
区

目
黒
区

文
京
区

杉
並
区

品
川
区

千
代
田
区

渋
谷
区

江
東
区

中
野
区

練
馬
区

大
田
区

江
戸
川
区

豊
島
区

北

区

葛
飾
区

荒
川
区

新
宿
区

板
橋
区

墨
田
区

足
立
区

台
東
区

出典:東京都福祉保健局「福祉・衛生統計年報」(平成21年度)

■7-3稼 働年齢者のいる生活保護世帯で自立更生した世帯数の割合

平成18  19   20  21年 度

出典:平成22年度施策評価表

2.中 期実施計画における本区の取組

(1)低所得者自立支援

回 低所得者の自立支援の強化を図つてきました。
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予―マ8地 域で支える福祉

1.現状

□ 政策・施策マーケティング調査によると、地域で頼れる人や相談先がある区民の割合は約4割であり、

特に若い年代や勤め人ほど、地域に頼れる人や相談先を持たない傾向がみられます。

日 高齢者の孤独死については、単身で暮らす高齢者の増加を背景に、区内では、平成20年に229名、

平成21年に168名発生しています(警察署調べ)。高齢者の孤独死を防止するための見守り事業とし

ては、平成17年度から「かつしかあんしんネット」事業を区内全域で展開していますが、平成21年度

には、前年度よりもネット利用申込者が1.3倍に増えている一方で、協力員の数がほぼ変わっていま

せん。

□ 福祉サービスの利用方法については、従来の行政による「措置」から、利用者と福祉サービス提供事

業者との「契約」へと移行したことで、利用者が自ら事業者を選択することができるようになりました。
このため、本区では、サービスを選ぶ基準となるよう、区内の福祉サービス提供事業所に対し、利用

者や事業者以外の第二者の評価機関による評価を行っています。平成21年度には、高齢者施設や

認可保育所などの区内51か所の事業所が、この第二者評価を受審しましたc〔81参 照〕

■8-1区 内福祉サービス提供事業所で第三者評価を受審した事業所数

(件)
6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

0

平成18  19   20  21年 度

出典:平 成 22年 度施策評価表
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2口中期実施計画における本区の取組

(1)福祉サービス利用者への支援

回 福祉サービスの利用相談や第二者評価の受審について、区の広報紙やポスター、事業者向け事業

説明会などでそのメリットのPRに 努めてきましたc

(2)地域支援体制の整備

回 区民の身近な相談相手である民生委員・児童委員や社会福祉協議会の存在や役告Jを広くPRしな

がら、ひとり暮らし高齢者等が住み慣れた地域で安″いして暮らし続けられるよう、地域全体で見守り

支援する「かつしかあんしんネット事業」の拡充などを図つてきましたc

【中期実施計画事業】
・かつしかあんしんネットワーク事業

3.葛飾区政策白施策マーケティング調査結果

■地域で頼れる人や相談先がある区民の割合

( % )
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チーマ可 地域衛づくり

1.現状

日 本区では、人々が集い、憩う、個性あふれる魅力とにぎわいにあふれた拠点を形成し、都市としての

求フトカや活力を高めていくため、新小岩駅や金町駅などをはじめとする鉄道駅の周辺部を都市機

能集積拠点として位置付け、複合的な都市機能の集積や交通結節点機能の強化、回遊性の向上

などに取り組んでいます。

□ 市街地開発事業については、土地区画整理事業を南水元一・二丁 目で、都市再開発事業を金

町六丁 目駅前地区でそれぞれ実施しています。〔11、12参 照〕

回 地区計画とは、住民の身近な地区で、その地区の将来に向けてのまちづくりの目標や方針を定める

とともに、地区内で建物を建築したり、開発を行う場合に守らなくてはならない地区独自の制限を都

市計画法に基づいて定め、その地区の特性に応じたきめ細かいまちづくりを進めていく制度ですc

平成23年4月 1日現在、区内では13箇所、約200haの区域に地区計画が定められています。〔13参

照〕

回 平成12年以降の着工新設住宅戸数は、平成16年までは増加基調で推移していたものの、その後は

増減を繰り返しながら、減少基調に転じつつあり、平成21年は3,403件、過去10年間で最も多かった

平成18年の5,293件の約6割の水準でした。〔1-4参照〕

□ 住宅に困窮している方々を対象に、「住宅のセーフティネットJとしての役割を担っている公共賃貸住
宅として、平成23年4月 1日現在、区内には区営住宅が10団地、331戸立地しているほか、東京都が

都営住宅を、都市再生機構がUR賃 貸住宅などをそれぞれ供給していますc

■1-1土 地区画整理事業中の区域

名称 区域 面積 (ha)

南水元 南水元一・二丁目の各一部 5.4

出典:都市計画図(平成23年4月 1日現在)

出典十都市計画図(平成23年4月 1日現在)

■1-2市 街地再開発事業

名称 位 置
施行区域
面積(ha)

金町六丁 目駅前地区第
一種市街地再開発事業

金町六丁 目の一
部 0.4



■1-3地 区計画

名称 位置 面積 (ha)

環状七号線沿道地区計画

亀有二丁 目、三丁 目、五丁目、青戸
二丁目、六丁 目、七丁 目、人丁 目、高
砂一丁 目、奥戸四丁 目、工丁目、六
丁 目、七丁 目、人丁 目及び東新小岩
二丁 目各地内

26.6

(延長4. 8 k m )

新柴又駅周辺地区地区計画 柴又五丁 目地内

花の木通り沿道地区地区計
画 南水元一

丁 目、四丁 目各地内

亀有駅東地区地区計画
亀有三丁目地内(足立区中川一丁 目
地内)

6 . 9 ( 2 . 3 )

東新小岩一丁 目地区地区計
画 東新小岩一丁 目地内

さくら並木の道沿道地区地区
計画

立石四丁 目、五丁 目、六丁 目及び七
丁 目各地内

新宿六丁 目地区地区計画
(東京都決定)

新宿五丁 目、六丁 目、東金町一丁
目、二丁 目、南水元一丁 目、三丁 目
各地内

33.3

J 菅ヽ―丁 目地区地区計画 1 菅ヽ一丁 目地内 33.0

高砂四丁 目地区地区計画
高砂三丁 目、四丁 目、細 田四丁 目各
地内

青戸六・七丁 目地区地区計
画

青戸六丁 目、七丁 目各地内 21.4

南水元―丁 目・二丁 目地区
地区計画 南水元一丁 目、二丁 目各地内

東立石四丁 目地区防災街区
整備地区計画

東立石四丁 目地内 21 7

奥戸四丁 目地区地区計画
奥戸四丁 目、工丁 目、東新小岩四丁
ロネll1 3内

26.1

出典:都市計画図(平成23年4月1日現在)

■■4着 工新設住宅戸数

( 戸)
6′000

5,000

4′000

3′000

2′000

1′000

0

平厄え12  13 14 16 17 19 20 21年

出典!「葛飾区統計書」

注!新設とは、新築、増築または改築によって居室、台所および便所のある独立しうる住宅が新たに造られたものを指す.
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2.中 期実施計画における本区の取組

(1)街並みの形成

□ 区民が街づくりに参加するための手続きが定められている「区民参加による街づくり推進条例」の周
知を図り、区民、事業者及び区の協働によるパートナーシップ型の街づくりを進めてきました。

【中期実施計画事業】

・補助276号線水元公園～大堰枠交差点区間の無電柱化及び景観軸の整備

(2)駅周辺等拠点の形成

田 駅周辺等の拠点を整備していくためには、将来のまちづくりの考え方に対する地域住民の理解を得
ながら進めていくことが重要といえます。このような観点に立ち、地元の関係者との連携を密にしなが

ら、地元街づくり活動の支援を行ってきましたc

【中期実施計画事業】

・新小岩駅周辺開発事業

・金町駅南日地区再開発事業
・立石駅周辺地区再開発事業
・高砂駅周辺の踏切対策に伴う街づくり

(3)大規模工場跡地等を活用した街づくり
回 大規模工場跡地等の開発については、事業者や地権者の協力が不可欠です。このため、本区の方

針を明確に示し、関係者の協力要請を行いながら成果を上げてきました。

【中期実施計画事業】

・新宿六丁目地区の街づくり(三菱製紙跡地)
。青戸六・七丁目地区の街づくり(東洋インキ跡地)

(4)地区計画等を活用した街づくり

□ 地区計画等を活用し、地域特性や地域の実情が活かされた街づくりを進めるとともに、地区計画に

基づいて土地の有効活用を適切に誘導し、土地区画整理の事業効果を高めてきましたc

【中期実施計画事業】

・小菅一丁目地区の街づくり

・南水元土地区画整理事業

・堀切地区の街づくり

(5)住宅

日 高齢者や低所得者に対し、安定して居住できる良質の住宅を提供するとともに、安心・安全ゃュニ
バーサルデザインの推進も視野に入れ、施策を展開してきました。

(6)住環境

回 住環境の改善や防災性の向上のために、細街路の整備や宅地開発、住宅等建築物の検査・指導
業務を継続して実施してきましたc

【中期実施計画事業】

・細街路拡幅整備事業

3



3,葛飾区政策口施策マーケティング調査結果

■計画的な土地利用が進み、建築物等が地域と  ■ 駅周辺が住み、働き、憩う、賑わいのある拠点に
調和していると思う区民の害1合         な っていると思う区民の割合
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■住環境が良好だと感じる区民の割合
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■大規模工場跡地等を活用して魅力ある街づくりが ■ 地域特性や地域の実情が活かされた街づくりが
進められていると思う区民の割合         進 められていると思う区民の割合
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チーマ2防 災コ生活安全

1,現状

□ 平成23年3月11日に発生した東 日本大震災とそれに伴う大津波は、東北地方から関東地方にかけ

ての広い範囲で、未曽有の被告をもたらしました。本区でも、建4/1Jの外壁や内壁の亀裂・落下、屋根

瓦の破損、電線・支線の弛み、電柱の傾き、道路の破損・冠水などの被害が報告されています。

〔21参 照〕

回 さらに、東 日本大震災で生じた地殻変動の影響によって、首都圏の地盤に力が加わり、国の地震調

査委員会が今後30年間に70%の 確率で起きると予預|している、南関東を震源域とするマグニチュー

ド7クラスの首都直下地震が誘発される可能性の高まりも指摘注)されています。〔22参 照〕

注)平成23年4月22日の東京大学地震研究所の発表。

日 本区は、低地で軟弱な地盤の上に形成されているとともに、戦後、急速に進行した市街化に道路・

公園などの都市基盤施設の整備が追いつかず、さらに、住宅と工場が混在した木造住宅密集市街

地も多数存在するなど、地震や水害などの災害に対して脆弱な都市となっています。〔2-3参照〕

□ 東京都では、平成22年1月に改定した「防災都市づくり推進計画」の中で、震災時の危険性が

高く、かつ、特に老朽化した木造建築物が集積するなど、防災上整備すべき緊急性が高い地

域を「整備地域」に位置付け、積極的な防災対策に取り組むこととしていますc
口 区内では、立石・四つ木・堀切地域及び新小岩駅周辺地域が「整備地域」に指定されており、特に

立石・四つ木地区は、基盤整備事業などを重点化して展開し、早期に防災性の向上を図る「重点整

備地域」に指定されています。

□ 現在、本区では、地域の人々が「自分たちのまちは、自分たちで守る」ことを目的に、消火・救助活動

や被災者に対する生活支援を行うため、防災設備を備えた公園を防災活動拠フ点として位置付け、そ
の整備を推進しています。平成23年3月末現在、整備 目標量30箇所に対し、26箇所が整備済みとな
つています。

日 本区では、区民が安全で安心して暮らせるまちづくりのため、ハード・ソフトの両面から防犯対策を展

開していますc平成16年以降、区内の刑法犯発生件数は、ほぼ一貫して減少傾向で推移しており、

平成21年は6,231件、平成15年の9,830件の約6割の水準に減少していますc〔24参 照〕

□ 消費生活相談件数は、平成13年～16年までは一
貫して前年を上回る増加を続け、平成16年には

9,654件と平成12年に比べ3.2倍に増加したものの、その後は減少傾向に転じ、平成21年では4,696

件となっていますc〔25参 照〕
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■か1東 日本大震災による物的被害状況(平成23年5月

出典:葛飾区ホームベージ

1日現在)

〔被害の内訳〕

・建物・設備等の校害:建物・建物

設備破損139件、外壁破損・落

下99件、屋根瓦破損・落下46

件、塀破損16件、建物内漏水・

水道管破裂14件

・電柱電線等の被告:電線・支線
の弛み46件、電柱(傾斜)13件、
電柱根元盛り上がり、鉄塔破損
2件

・道路破損・冠水i道路設備破損
22件、道路路面冠水5件、橋路

面破損3件、高速道路からの落

下物1件

。その他 :地害1れ・地盤沈下等10

件、灯篭倒壊 6件、その他9件

■2-2首 都直下地震による本区の被害想定(マグニチュード7.3、風速6mの 場合)

6時 発生の場合 18時 発生の場合

震度別面積率
己
ツ

ヨ
Ｊ

６
11.4%

65負 88.6%

建物棟数 (棟)
木 造 74,353

非木造 26,908

原因別建物棟数
(棟)

ゆれ 10,964

液状化 2,202

ゆれ・液状化建物
全壊棟数 (棟)

木 造 12,180

非木造 986

火 災

出火件数 (件) 48 80

焼失面積 (kポ) 4.36 13.05

倒壊建物含む焼失棟数 14,095 42,211

人的被害

死者数(人) 690 696

負傷者数 (人) 12,654 9,067

うち重症者数(人) 2,158 1,546

1日後の避難者数(人) 284,776

1日後の避難所生活者数 (人) 185,104

帰宅困難者教 (人) 31,615

災害時要援護者数(人) 257

自力脱出困難者数 (人) 1,810

出典 i東京都「首都直下地震による東京の被害想定」(平成18年5月)より抜枠
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■2-3地 震に関する地域危険度(建物の倒壊や延焼の危険性を表す総合危険度)

←~十 一一危険度低 危険度高 ―一―一→

0% 20% 40% 60% 80% 100%

葛飾区

(155地域)

都内の市街化

区域

(5′099地域)

.6

1.6

ロランク1   ロ ランク2   ロ ランク3   ■ ランク4   ロ ランク5

8 4

ヤイ■
ヤ'年

播
”

概粧革 ' ■, |

報 303 16.1

451

| | | | | 1 田

158 1 15.6

1 1 1  1 1 □■日韓幾逆 お 舞

出典 :東京都「第6回地震に関する危険度源J定調査」(平成20年2月)

■分4刑 法犯発生件数

総
数

・
窃
盗

犯

(件)

12,000

10′000
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(件)
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犯
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犯
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他

1,085  1'223

1′543
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j｀
・` ド!、_ .  |、 、 、_、 、 、 .

1′18 2   1 , 0 8 1

ド■■||ド■■|ド、|、
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21至再

― 総数 奉 窃盗犯 ― 凶悪犯 一、 脹 犯 ヽトミ知能犯 ― 風俗犯   そ の他

出典i「葛飾区統計書」



■2-5消 費生活相談件数 (件)
平成12年 平 , 1 3年 平成14年 平成15年 平 F 1 6年 平成17年 平成 18年 平 F 19年 平成20年 平 「[21年

俗 教 3,04〔 3,57( 4,19[ 9,654 6.26C 5,581 5,581 4,655 4,69(
梁約(解約) 1110, 1,19C 1,467 2,61〔 4,18〔 2,81C 2,442 2,484 2,106 21055
販売方法 2,18( 2.872 1,70C 1,314 1.312 1,081 1,07[
品質機能役務品質 422 411 50〔 460 45C 467

価格料金 447 753 674 325 375
法規基準 243 362 イ

七 432 405 222

接客対応 233 207
安全衛生 108 10(
表示広告 117

買物相談 14

生活知識 12 17 4 13 14

計量量 目 2 4 3 7 3

施設設備 1 7 5 0 0 1 0 3

包装容器 1 1 2 1 1 4 0 1 1 1

その他 24C

出 区 量

2口中期実施計画における本区の取組

(1)防災街づくり

□ 災害に強く、安フトして生活できる街をつくるため、補助事業だけでなく、地区計画等の規制誘導策と

効果的な組合せを行い、事業を進めてきましたcまた、大震災後の市街地復興を進めるため、都市

復興及び住宅復興マニュアルの作成や都市復興に向けた条例の制定を行いましたc

【中期実施計画事業】

・四つ木地区の街づくり

・東四つ木地区の街づくり

・東立石四丁目地区の街づくり

・幹線道路の沿道不燃化促進事業

・耐震改修助成

・復興マニュアル及び市街地復興整備条例の策定

(2)災害対策

口 「葛飾区地域防災計画」に掲げた地震被害の半減化の目標に向け、防災行政無線のデジタル化や、

民間協定の推進、装備品・備蓄品の充実、防災設備の適切な維持・改修等を推進してきましたc

【中期実施計画事業】

・防災設備・備蓄品等の整備

・防災行政無線の整備

・災害時の(仮称)葛飾区業務継続計画(BCP)の策定

(3)防災活動

□ 「葛飾区地域防災計画」に掲げた地震被害の半減化など、災害時の被害を最小限にとどめるため、

自助・共助による自主防災を基本とした地域防災力の強化を推進しました。



回 区民が防災活動を自主的かつ継続的に行い、また、災害に対して、迅速かつ的確に対応できるよう、

防災活動拠点の整備や防災市民組織の育成、地域防災活動の支援など側面からの支援を一層強

化してきました。

【中期実施計画事業】

・防災活動拠フ点の整備

(4)生活安全対策

回 安全・安心に関する取組みの推進や、子どもに対する声かけなど、地域安全活動等の一層の強化を

図つてきました。

【中期実施計画事業】
・地域安全活動支援

(5)消費生活

□ 消費生活センターが持つ学習機能や相談機能をより充実させ、消費生活の安定を図ってきました。

【中期実施計画事業】
・消費者の自立支援
・消費者彼害の救済

3.葛 飾区政策B施策マーケティング調査結果

■災害に強い街になっていると思う区民の割合
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■最近1年間に区内の防災訓練に参加したことの
ある区民の割合
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テーマ3交 通

1口現状

回 平成22年3月31日現在、都市計画法で定められた基幹的な都市施設(道路・公園・下水道等)の1

つであり、都市の主要な骨格を形成する幹線道路である都市計画道路は、総延長99 13kmであり、

このうち、改良済みの延長は64.45km、改良率は65.0%となっています。〔31参 照〕

回 また、都市計画として決定された幅員による整備は完了していないものの、都市計画道路と同程度

の機能を果たしうる現況道路として、概ね計画幅員の3分の2以上又は4■線以上の幅員を有する

概成済みの都市計画道路の延長は11.40kmであり、これと改良済みを合わせた整備済み延長は

75.85km、整備率は76.5%となっています。〔31参 照〕

□ 都市計画道路の路線の中には都市計画として決定した後、相当な年数が経過しているものの、整備

の着手に至っていない路繰や区間が存在しています。

口 東京都では平成16年3月、緊急的に改善すべき都市課題に対応する観点から、平成27年度を目標

年次として、区部において優先的に整備すべき都市計画道路の路線を示した「区部における都市

計画道路の整備方針(第二次事業計画)」を策定しています。区内で計画されている都市計画道路

では、都施行2路線、区施行15路線が優先的に整備すべき路線に位置付けられていますc

回 区内に架かる橋梁のうち、建設後50年以上が経過した高齢化橋梁が占める比率は、平成21年度現

在では6%(1橋 )となっていますが、概ね20年後の平成41年度には56%(10橋)に拡大すると見込ま

れていますc

□ 平成22年度における放置自転車の撤去台数は28,106台であり、平成17年度の44,869台と比べると

約4割減少しています。〔32参 照〕

□ 平成22年の交通事故発生件数は1,668件であり、過去10年間で最も多かった平成13年の2)389件と

比べ721件、30.2%減少しています。〔33参 照〕

□ 都市高速鉄道京成電鉄押上線の四ツ木駅から青砥駅までの延長約2.6km(事業区間約2.2km)の区

間では、平成15年4月に、連続立体交差化及び附属街路の整備が都市計画事業として認可済みと

なっています。

□ 現在、京成高砂駅から江戸川駅付近に至る約3.4kmの区間には、ピーク時の踏切遮断時間が40分

以上にも及ぶ、いわゆる「開かずの踏切」をはじめとする13箇所の踏切があり、南北交通の分断や交

通渋滞を引き起こし、地域の街づくりや都市活動を制限する大きな要因の1つとなっています。
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■3-1都 市計画道路の都市間比較(改良率の高い順)

順位 区 名
計画延長

(krn)
改良済
(km) 1敵 急基 ro/n、

概成済
(km) 1整 備率(%)

1 東 区 42.82 36.03 84.1 4.53 94.7
2 中 央 区 57.84 48.20 83.3 1.30 85.6
3 千 代 田 区 63.60 52.51 82.6 6.01 92.0
4 江  東  区 119.05 88.61 74.4 9.72 82,6
5 足 ヽ′ 区 185.23 134.74 72.7 9.21 77.7
6 港 区 107.70 77.65 72.1 15.89 86.C
7 渋  谷  区 71.21 50.65 71.1 6.44 80.
8 板 橋 区 93.18 63.99 68.7 14.17 83.C

江 戸 川 区 145.32 96.33 66.3 6.70 70.9
iS 轟■|1増醸|■1基 緑韻 導 薫 1 韻! 憩 章̀電照》 ▼蕊
1 新  宿  区 85.05 54.29 63.8 1.98 77.9
2 区 62.82 39.57 63.0 7.56 75.0
3 荒  川  区 37.87 23.40 61.8 6.1 77.9

豊  島  区 45.92 27.48 59.8 1.31 69.2
0 ロロ 区 91.89 54.90 59.7 11.24 72.0
6 墨 田 区 55.08 31.96 58,0 15.79 86.7

文 一泉 区 42.71 23.31 54.6 13.37 85,9
8 杉 並 区 90.36 46.29 51.2 13.78 66.5
9 世 田 谷 区 153.37 77.46 50.5 20.22 63.7

目 黒  区 37.95 18.68 49.2 5.38 63.4
練  馬  区 121.57 58.Og 47.8 1.53 57.8
大  田  区 122.67 57.98 47.3 21.39 64.7
中 野 区 41.22 18.85 45.7 13.06 77.4

区 部 1.973.5C 1.245.42 63.1 241.09 75.3
出典:「平成22年都市計画年報」(平成22年3月31日現在)

■3-2放 置自転車撤去台数

出典i「葛飾区統計書」、平成22年度の値は「葛飾区の現況」(平成23年度版)

(台)
平成17年度 平成 1 8年度 平成19年度 平成20年度 平成2 1年度 平成22年度

総数 44.869 34,987 29,800 28,122 25,308 28,106
新小岩 14‐126 14,127 11.808 11,197 9,406 10‐805
金 町 7,403 5,817 5,171 4,346 4,089 4,072
亀有 6,073 5,415 4,533 3,968 3‐538 3,762
青砥 3,568 2,581 2,500 2,487 2,219 2,649
お花茶屋 1,431 1,336 1,267 1,709 1,519 1,84[
立 石 1,617 1‐226 1,039 1,053 1,094 1、28E
堀切菖蒲園 2,095 1,622 985 1,078 1,177 1.233
綾瀬 1,634 640 688 000 681 96C
高砂 6,178 1,769 1,385 1,279 1)042 801
四ツ木 611 376 364 396 376 350
新柴又 109 ４一

〇
９

０

柴又 ９
０

０
Ｊ 78 60 54 58 8C



■3-3交 通事故発生件数

(件、人)
目交通事故件数(件)  日 死亡コ重軽傷者数(人)

3′500

3′000

2′500

2′000

1′500

1,000

500

0

平成13

神 生 和 3邪 4 2′12:′

353_ AAl′
143    2′

044

出典i「警視庁交通年鑑」

2.中 期実施計画における本区の取組

(1)道路

□ 平成27年度を目標年次とする「区部における都市計画道路の整備方針 (第二次事業化計画)」に基

づいて、都市計画道路の整備を進めてきましたcまた、安全で快適な道路環境を提供するため、道

路の修繕・工事を計画的に行ってきました。

【中期実施計画事業】

・幹線道路の整備

・」R常磐線金町駅東側南北道路拡幅整備事業

(2)駐車口駐輪場

□ 駅周辺の開発や地域の実情を踏まえ、自動二輪車駐車場を含めた駐車・駐輪場の整備を進めてき

ました。また、放置自転車の一掃に努めるとともに、保管所の返還率及び放置自転車のリサイクル率

の向上に努めてきました。

【中期実施計画事業】

・駐輪場の整備

(3)交通安全

回 交通安全施設を整備するとともに、高齢者や児童・生徒など交通弱者に対する交通意識の高揚や

安全確保に取り組み、交通事故件数の減少を目指してきました。

【中期実施計画事業】

・あんしん歩行エリア整備事業
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(4)公共交通

口 京成押上線の連続立体化など、現在事業化している取組みを着実に進めるとともに、協議会活動な

どを通じ、区民の理解を得られるよう努めてきました。

□ さらに、都市基盤整備に合わせ、バス路線網の充実に向けた取組みを進め、最寄り駅へのアクセス

性を高めるなど、公共交通に対する満足度を高めてきました。

【中期実施計画事業】

・京成押上線連続立体交差事業
・京成高砂駅～江戸川駅付近鉄道立体化事業等の検討
・公共交通網の建設促進

3.葛飾区政策口施策マーケティング調査結果

■道路の交通がスムーズに流れるようになっている ■ 交通安全マナーが守られていると思う区民の
と思う区民の害J合               割 合

( % )
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0

平成19 20  21  22 23年 度

( % )
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25.8    269

平成19 20  21  22 23年 度

■区内の交通の便がよいと思う区民の害1合

( % )
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0

51.5    496
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テーマ4公 園コ水辺空間の創出

1.現 状

□ 平成22年4月 1日現在、区内には、東京 ドーム約20個 分 (約92ha)もの規模 を誇 り、都内で唯
一水郷の景観を有する公園として、区内外の多くの人々に親しまれている都立水元公園をはじめ、

322箇所の公園・児童遊園が整備済みとなっています。

日 本区では、これまで公園・緑地の配置や大規模施設の禄化などの方針を定めた「緑とオープンスペ

ース基本計画」の中に掲げた目標値である、区民1人当たりの公園面積5ぽの達成に向け、着実に

公園整備を推進してきましたc

□ 平成23年4月 1日現在、都市公園法に基づき設置・管理され、公園・禄地の最も基本的な施設であ

る都市公園の整備量は都立・区立を合わせ166.8ha、それ以外の公園を含めた公園の整備量は合

計183.9haであり、区民1人当たりに換算した公園の面積は4.15ぱとなっています。都立水元公園や

河川敷公園などの大規模な公園は、市街地の外縁部に位置しており、鉄道駅の周辺部など、区民

の暮らしに身近な公園が、未だ不足している状況にあります。〔41、42参 照〕

回 既存の公園・児童遊園の半数以上が、供用開始から25年以上経過しており、遊具などの施設・設備

が老朽化しているところもあります。本区では、老朽化した施設・設備の更新に取り組むとともに、出

入日の段差解消や手すりの設置などのバリアフリー化を進め、だれでも利用しやすい公園づくりに

努めています。

□ 荒川や江戸川をはじめ、区内を流れる幾筋もの大規模河川は、葛飾らしいゆとりとうるおいのある都

市空間を形成するオーブンスペースとして、極めて重要な役割を担っています。しかし、高い堤防や

直立した護岸などによって、容易に水辺に近付くことができず、河川がまちから切り離されている状

況も所々に見受けられます。

14



■4-1区 民1人当たり公園面積
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３
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出典:「葛飾区統計書」(各年4月1日現在)、平成22年は区資料、平成23年は「東京都都市公園等区市町村別面積・人口害J
比率表」

注:都市公園等には、都立及び区立の都市公園、都市公園以外の区立公園、その他の公園を含むt

■4-2区 民1人当たり公園面積(1人当たり面積の多い順)

順位 区 名

公園合計 うち都市公園

箇所数
(箇所)

面積 (ha )
1人当たり
面積(百)

区面積に
占める割
合(%)

箇所数
(箇所)

面積(ha)

] 千 代 口 区 53 170,3 35.83 14.63 ９

々 26.6
2 江 戸 川 区 442 760.4 11.20 15.25 Ｏ

θ
ｎ
ン 325.0

3 江  東  区 ｎ
Ｕ

つ
θ 408.3 8.81 10.22 170 20月

4 渋  谷  区 119 163.6 7.96 10.83 73.5
fD 港 区 116 138.4 6.71 6.80 50 49.3
6 中 央  区 つ

０
ｎ
フ 57.7 4.62 5`67 54 53.6

7 足  立  区 503 310.1 4.52 5.83 330 298.0

８
一

75 77.2 4.36 7.65 底
υ 74.9

322 183.9 4.15 5.28 141 166,8
天  田  区 54R 275.8 3.97 4.64 490 193.C

質
Ｕ

Ｏ
θ 194.6 3.64 6.05 338 188iC

Z )|| 区 259 132.1 3.60 5.81 144 70.8
3 新  宿  区 ９

じ
Ｏ
Ｏ 116.6 3.58 6.40 ，

ｒ 56.7
4 世 田 谷 区 526 277.1 3.15 4,77 382 239.9

墨  田  区 144 77.4 3.12 5.63 142 76.5
6 区 186 101.8 3.04 4.94 84 90,9

練  馬  区 640 198.7 2.77 4,13 413 187.9
8 文  京  区 114 55.0 2.65 4.87 44 35.9
9 荒  川  区 110 42.6 2.08 4.18 34 33.1

20 杉  並  区 つ
乙

つ
０ 107.6 1.96 3.16 262 104,2

目 黒  区 128 48.0 1.79 3.27 78 45.5
中 野  区 180 40.1 1.27 2.57 159 35.7
豊  島  区 150 18.3 0.64 1.40 62 14.2

部 5,863 3,959 0 4.42 6.37 3.940 2,649.3
(うち都立公園の
埼玉県面積区分)

【
Ｄ

つ
０ 中

０
つ
θ

出典!東京都「都市公園等区市町村別面積・人口害1比率表J(平成 23年4月1日現在)
注:人口|よ、「東京都の人日(推計)平成 23年 4月 1日現在」(東京都総務局統計部)の数値、行政区分面積は総務局行

政部長通知「東京都区市町村別の面積について」による平成 22年 10月 1日現在の数値である。
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2.中 期実施計画における本区の取組

(1)公園

□ 区民1人当たりの公園面積5ポの目標に向け、着実に公園整備を進めてきました。また、公園の利用

実態や要望に関するアンケート調査結果等を踏まえ、区民のエーズに応えた、快適で安全・安″いな

公園の提供を進めてきました。

【中期実施計画事業】

・地域の核となる公園の整備

・公園の再生事業

(2)孫景化

口 区民が緑の豊かさをより実感できるよう、区が主体となって進めるべき事業については、確実に事業

を推進してきました。また、区民の緑化意識の普及啓発を図っていくことで、区と区民が一体となった

緑の保全・創出に取り組んできました。

【中期実施計画事業】

・緑・ふれあい推進事業(緑化意識事業)

(3)水辺

口 新中川!可川敷を整備し、ネットワークを形成することで、水辺に親しめる空間を創出してきましたc

【中期実施計画事業】

・水の拠点の整備

・水辺のネットワーク事業(桜づつみ事業を含む)

・水元小合溜水環境の再生
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3口葛飾区政策口施策マーケティング調査結果

■公園に満足している区民の割合         ■ 緑の豊かさを感じる区民の割合

( % )

平成19 20  21  22 23年 度

水辺が区民にとって親しめる空間となっていると思う

区民の割合

(%)

80

平成19 20  21  22 23年 度

( % )
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チーマ5環 境

1口現状

日 本区は、区内を荒川、江戸川、中川、新中川などの大規模な河川が流下し、その水辺は豊かな生態

系やうるおいのある景観を育む貴重な要素となっています。これらの水辺のうち、荒川、江戸川の広

大な河川敷を利用して整備した葛飾あらかわ水辺公園や柴又公園には、ヨシ原、千潟、浅瀬などの

河川本来の姿が残されており、野鳥や水生生物の宝庫となっています。

日 東京の年平均気温は、20世紀に約3℃上昇しています。これは、日本の都市の中でも最大の上昇と

なっており(大都市平均上昇気温2.4℃、中小規模の都市平均上昇気温1℃)、地球全体の平均気

温の上昇害J合の5倍もの伸びに相当します。さらに、近年は、1日の最高気温が35℃以上を記録す

る猛暑日も増加するなど、東京における温暖化の進行は、年々深刻な事態を迎えていますc

日 本区では、平成8年に「人と自然が共存できる環境を未来へつなぐまち・かつしか」を基本理念とする

「葛飾区環境基本計画注1)」を策定し、これに基づく環境施策を推進してきましたcその後、平成23年

3月には、本区の特性を踏まえながら、新たな環境問題へ対応するため、平成23年度から10年間の

環境施策の方向性を定めた「葛飾区環境基本計画(第2次)」を策定しました。

注1)葛飾区基本構想に掲げている将来像「水と緑ゆたかな心お、れあう住みよいまち」を環境面から補足するため、
環境に係る施策を中長期的な展望に立ち、総合的〔計画的に推進するための計画であり、各種計画の策定や
施策の実施にあたり、環境配慮の方向性を示すもの。

□ 平成20年7月には「葛飾区地球温暖化対策地域推進計画」を策定し、「みんなで止めよう!温暖化」

を合言葉に、平成24年度までに温室効果ガスの総排出量を対平成2年比で13.5%肖J減することに

取り組んでいます。

□ 平成20年度における本区の温室効果ガス排出量は1,599千tであり、「京都議定書注2)」で定められた

基準年の排出量1,745千tに比べ8.4%減少しています。〔51参 照〕

注2)「気候変動に関する国際連合枠組条約」の目的を達成するため、平成9年に京都で開催された「第3回締約国
会議(COP3)」にて採択された議定書のこと。2008年(平成20年)～2012年(平成24年)に、温室効果ガスを対
基準年(1990年(平成2年))比で先進国全体で少なくとも5%、日本では6%削減する数値目標が定められた。

□ 平成20年に「生物多様性基本法」が成立し、生4/2多様性の保全と持続可能な利用について基本原

則が定められ、国、地方公共団体、事業者、国民及び民間団体の責務が規定されるとともに、地方

公共団体に「生物多様性地域戦略」策定の努力義務が規定されました。これを受けて本区では、生

物多様性を回復させ、持続可能でより豊かな区民生活を実現するために今後本区が取り組む方向

性を示した「生物多様性かつしか戦略」を平成24年に策定することとしました。

□ 近年、区民から寄せられる公害苦情件数は、概ね減少傾向にあります。〔5-2参照〕

□ 平成21年度に本 区で排出されたごみ量は119,357tであり、平成 15年度の133,124tに比べ、

13,767t、10.3%減少していますcまた、平成21年度の資源ごみ量は26,530tで、このうち区によ

る回収量は、対象品目を拡大したことで平成15年度の11,871tから平成21年度の17,319tへと約

1.5倍に増加しています。区民の主体的な活動である集団回収の回収量は平成19年度以降、

減少傾向で推移しています。〔}3参 照〕
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■5-1温 室効果ガス排出量

(千 トン)

2,000

1′800

1′600

1′400

1′200

1′000

800

600

400

200

0

基準 2  3

年  平 成

□温室効果ガス排出量(1000t co2eq)

生刀5■湾2蟹盟 響
1′642           1′ 645

_ 1′ 5711′502 _ 1′

出典:東京都環境局

出典:葛飾区の現況

出典 :「葛飾区一般廃棄物処理基本計画 (第3次 )ち (平成 23年 4月 )

■5-2公 害苦情受付件数

平成
14年度

平成
15年度

平成
16年度

平成
17年度

平成
18年度

平成
19年度

平成
20年度

平成
21年度

平成
22年度

日 104 130 126 8C 120 119 100
振 動 34 42 49 18 26 32
|ず↓ヽ)[]雪 47 50 39 46 3C 17 28 28
怜じん 19 20 49 20 24
事臭 60 49 44 40 39 38 力

生 36
有写 ガス 0 1 1 1 1 2 1 C

汚 氷 0 0 ９

々 0 1 0 C
その他 lC 0 7 6 4 6 C 2
合計 280 300 283 298 214 161 250 219 〔

Ｖ

■5-3ご み量・資源量

平成
15年度

平成
16年度

平成
1フ年度

平成
18年度

平成
19年度

平成
20年度

平成
21年度

ご

み

区収集量(t) 114(798 111,090 110,276 106,607 101,697 93i680 92,65

持込量 (t) 18,32〔 18,363 181025 21,842 21,723 27,114 26,702

合計(t) 133,124 129,453 128,301 128,449 123,42C 120,794 119,357

1ノ、1日あたり(g) 745

資
源
量

集団回収量(t) 9,112 9,609 10,068 10,148 9,731 9,307 9,211

区回収量 (t) 11,871 13.350 13,636 15,45C 15,412 lT,210 17131C

合計 (t) 20,983 22,95C 23,704 25,607 25,143 26,517 26,530

1ノ、1日あたり(8) 156

合

計

合計(t) 154,107 152.412 152,005 154,056 148,563 147,311 145,887

1ノ、1日あたり(g) 957 957
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2.中 期実施計画における本区の取組

(1)自然環境

回 自然環境を保全する活動を広げていくための普及・啓発活動を推進してきました。

(2)生活環境

口 生活環境の保全にかかる事業を着実に推進してきました。

(3)美化活動

回 きれいで清潔なまちづくりへの啓発活動を強化してきました。また、区内の」R・京成の全駅を対象に、
「歩行喫煙等禁止パトロール」を拡大実施しました。

□ 環境美化地区や環境美化の日の活動についても必要な支援を行い、区民や各種団体と連携した美

化意識の高揚に努めてきましたc

【中期実施計画事業】

・ポイ捨て防止等環境美化活動

(4)ごみの減量

□ 区民・事業者との協働のもと、ごみの減量・リサイクルの推進にかかる普及啓発を工夫しながら進め

てきました。また、回収品目の拡充など資源回収の拡大を図り、ごみの減量に努めました。

【中期実施計画事業】

・区民・事業者・区の三者によるごみの発生抑制事業

リサイクル清掃関連施設の建設

・資源回収の拡大

(5)ごみの適正処理

回 ごみの適正排出のために住民指導を行いながら、ごみ量等の実績を踏まえて、毎年度収集にかか

る計画を見直し、効果的・効率的な収集体制を構築してきました。

(6)地球温暖化対策

□ 平成20年度に策定した「葛飾区地球温暖化対策地域推進計画Jに基づき、区民・事業者・区等の各

主体が連携して葛飾区全域における温室効果ガスを削減するため、それぞれの役害1に応じた地球

温暖化対策を推進してきました。

【中期実施計画事業】

・環境に配慮した行動の推進

・地球温暖化対策の推進

・自然エネルギーの推進

・環境学習の推進
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3.葛飾区政策B施策マーケティング調査結果

■自然を大切にする行動をしている区民の割合   ■ ごみのない、きれいで清潔なまちになっていると

思う区民の割合

( % )

０

　

　

０

　

　

０

平成19 20  21  22 23年 度

口ごみの減量やリサイクルを実践している
区民の割合

(%)

50

20

10

0

平成19 20  21  22 23年 度

■電気・ガスロ水道などの省エネを心がけている
区民の割合

( % )

95

90

平成19 20  21  22 23年 度

(%)

90

5

8 0

7 5

平成19 20  21  22 23年 度
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テーマ6産 業コ就労支援

1.現 状

日 平成21年度の区内の事業所数は20,112事業所であり、平成11年の22,883事業所に比べ、12.10。

(2,771事業所)減少しています。その内訳をみると、第3次産業は、平成11年の15,630事業所から平

成21年の14,685事業所と、6,0%(945事業所)の減少にとどまっているのに対し、第2次産業が7,249

事業所から5,421事業所と、25.20。(1,828事業所)大きく減少しているのが特徴的といえますcまた、

1事業所あたりの従業者数を23区内で比較すると、本区は7.5人で、23区中最も少ない人数となって

います。〔61、6-2参照〕

□ 区内では、金属・プレス・スプリング・ゴム・プラスチックなど、多種多様で高い技術力を持った中小の

製造業者が数多く操業しています。近年は、主要取引先からの発注の減少、生産コストの低減化の

要求、小ロット・短期間での発注が顕著となるなど、極めて厳しい経営環境に置かれていますcこの

ため、工業の事業所数や従業者数、製造品出荷額等をみても、年々減少傾向にあります。〔63参

照〕

□ 平成19年の小売業事業所数は3,503事業所であり、平成9年の4,842事業所と比べ、27.700(1,339事

業所)減少しています。また、年間商品販売額も、平成9年の4,161億6千万円から平成19年の3,394

億2千万円と、18=4%(767億4千万円)減少しています。〔64参 照〕

□ 平成22年8月1日現在、農家教は201戸、農業従業者数は470人、農地面積は44.3haとなつていま

す。

□ 中小企業の多い本区は、従来から景気変動の影響を受けやすく、近年は、景気後退の影響によっ

て、雇用状況はよリー層厳しさを増している状況にあります。現在、本区では雇用・就業マッチング支

援事業として、区内に設置した「しごと発見プラザかつしか_において、求職者を対象とした就職活動

の支援や、事業所を対象とした人材確保の支援に取り組んでいます。

■6-1産 業3区分別事業所数・従業者数
半 反 1 1年 平 成 1 3年 半 成 1 6年 半 成 1 8年 平 成 2 1年

総  数

事業Fjr数

(事業所)
22,883 22,443 20,003 19.690 20,11

従 業者 数

(人)
135,078 147,344 126,466 139,703 151,20に

1次産業

事業所数
(事業所)

4 4 D

従 業者 数

(人)

2次 産業

事業所数
(事業所)

7,249 6,791 5,851 5,391 5、421

従業者 致

(人)
46,270 43,803 37,748 34,603 34,727

3次 産業

事業所数
`章 当 訴 ヽ

15,630 15,648 14,147 14〕294 14,68

従業者数
r人)

88,776 103,510 88,684 105,069 116,442

出典t総務省「事業所・企業統計調査」(各年6月 1日現在)、総務省「経済センサス」(各年7月 1日現在)
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■6-21事 業所数当たりの従業者数

(人)
30

27.7
千代田区

港 区

新宿区

中央区

渋谷区

江東区

品川区

豊島区

文京区

目黒区

大田区

世田谷区

板橋区

墨田区

台東区

北 区

練馬区

中野区

江戸川区

足立区

荒川区

杉並区

葛飾区

241

19.2

180

173

17.0

164

148

145

111

109

10.6

101

9 9

9 . 8

9 . 5

8 8

8 7

8 7

8 . 3

8 3

8 3

7 5

出典1総務省「平成21年経済センサス」(平成21年 7月 1日現在)

■併3工 業の事業所数・従業者数・製造品出荷額等

平成15年 平成16年
※ 平成17年 平成18年

※
平成19年

※
平成20年 平成21年

※

平成15年から
平成20年の
増減率(%)

事 業 所 ( 事 業 所 ) 1,58: 1,398 1,421 1,273 1,18C と,22( 1,041 ▲ 22(

従 業 者 数 ( ノ、 ) lF,202 15,888 15,558 14、396 13,86( 13,60「 11,思05 ▲ 20C

現 金給 与 総 額 ( 万 円 ) 6,488,42て 6,056,371 5,713.698 5,227、96て 5,185,663 5,026,67C 4,288,F38 ▲ 22

原材料使用額等 (万円) 14,303,68J 14,35,.19〔 11,216,406 11,057,941 111458.T94 11,769,78C 10,213,39! A 17

製造品出荷額等 (万円) 30,388,097 30,034,55〔 24,908,14 22,960,214 23,152,97( 22,310,13 18,392,F74 ▲ 265

壇付加価 値額 (万円) 15,332,T41 14,990,664 13,078,81 11.384,728 11,190,66C 10,083,541 T,818,31( ▲ 34

出典:東京都総務局「東京の工業統計調査」(各年 12月 31日現在)
注:※のついた平成 16年、平成 18年、平成 19年、平成 21年は、従業者4人以上を調査対象としている.
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|16-4 小売業の事業所数・従業者数3年間商品販売額

出典:東京都総務局「商業統計調査」(各年6月1日現在)
注:米のついた平成 11年、平成 16年は簡易調査の結果を表す.

■6-5農 家戸数・従業者数・農地面積

【 1商 店数 l ,従 業者数 (人)一 年間商品販売額(百万円)

商

店
数
、

従

業

者

数

（
人
）

25′000

20′000

15′000

10′000

5′000

0

500′000

400′000

300,000

200,000

100′000

0

年
間
商
品
販
売
額
（
百
万
円
）

21′93

【

416′160

３３２
′

４

2′53
21′269     21′ 472

０

封
Ｗ

３．５０３
‐‐

甫

4′84

812 335

3′86 0

「

310

平成9年 平 成11年※ 平 成14年 平 成16年※ 平 成19年

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

畏 家 数 ( 戸 ) 264 240 228 209 208 202 201

従業者数 (人) 585 569 552 536 483 479 482 474 470

地
積
＞

農

面
＜

総 数 5,599 5,581 5,472 5,423 4,890 4,816 4,731 4,617 4,595 4,455 4,430

田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

畑 5,599 5,581 5,472 5,423 4,890 4,816 4,731 4,617 4,595 4,455 4,430
1 戸 当 た り

美地 面 積 ( a )
９
乙

出典:「葛飾区の現況」(各年8月 1日現在)
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2,中 期実施計画における本区の取組

(1)新事業展開への支援

□ 新たな事業所や新製品、新技術の開発を支援し、区内産業の活性化を図ってきましたc

【中期実施計画事業】

・葛飾ブランド創出支援事業

・産学連携によるかつしか農業の新展開

(2)経営支援

□ 世界的な経済の低迷や景気の先行き不安、産業構造の変化等により、巌しい経営環境にある区内

中小企業及び商店街に対し、支援を実施してきました。

【中期実施計画事業】
・商店街元気再生プロジェクト事業

(3)産業と調和のとれたまちづくり

回 「テクノプラザかつしか」を中心に、産業情報の発信を高めることにより、産業に対する区民の理解を
深め、産業と調和のとれたまちづくりを推進してきました。

(4)キャリアアップ・就労支援

口 雇用情勢が厳しさを増している中、求職者を確実に雇用に結び付けるため、雇用・就業マッチング

支援事業の充実を図りました。また、求職者が希望の職や賃金を得るためには、キャリアアップが不
可欠との考え方から、そのための支援事業を充実してきましたc

【中期実施計画事業】
・雇用・就業マッチング支援事業

3.葛飾区政策口施策マーケティング調査結果

■葛飾産の野菜を買つたことがある区民の割合   ■ 近所の商店街で買い物している区民の割合

( % )

60

55

4５

　

　

０

平成19 20  21  22 23年 度

493484

( % )

100

90
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70

60

77.3    769    786

平成19 20  21  22 23年 度
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テーマ7観 光レクリエーション

1.現状

□ 区内には、映画「男はつらいよ」の舞台として、全国的にも有名な「柴又帝釈天」や、漫画「こちら葛

飾区亀有公園前派出所」の舞台となった「亀有J、都内唯一の水郷景観を持つ「都立水元公園」、花

菖蒲の名所として知られる「堀切菖蒲因」、毎年、都内でほぼ最初に開催される「葛飾納涼花火大

会」など、豊かな観光資源に恵まれており、区内外から多くの観光客が訪れています。

□ 財団法人日本交通公社が全国の消費者に対して実施している「旅行者動向調査 (平成18年)」によ

ると、
“
葛飾区でやつてみたいことや今後期待するもの

"と
しては、「寅さんやこち亀に縁のある場所を

訪ねる」が約5害J、「帝釈天などの寺社や史跡を訪ねる」が約4害1と高くなっています。また、平成17

年の同調査によると、
“
東京観光で行きたい「歴史・文化にふれる」場所

"の
中で、「柴又Jは、「浅草」、

「皇居」に次ぐ、第3位に挙げられています。〔7-1、72参 照〕

回 現在、近隣の墨田区押上・業平橋地区において、平成24年5月の開業に向け、建設が進められてい

る「東京スカイツリー」は、東京の新名所として、国の内外から多くの観光客が訪れることが見込まれ

ています。今後、スカイツリーの観光客をどのように区内観光に引き込んでいくのかは、本区が観光

振興を図る上でも重要な取組テーマの1つとなっています。

<亀 有公園の両さん鋼像 >

(C)秋本治・アトリエび―だま/集英社

<柴 又帝釈天> く都立水元公園> <堀 切菖蒲園>
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■7-1葛 飾区でやってみたいこと、今後期待するもの

貴さんやこち亀に縁のある場所を訪ねる

帝釈天などの寺社や史跡を訪ねる

生活感あお、れる下町的な雰囲気を味わう

商店街で買い物や食べ歩きをする

江戸川や荒川等を船に乗って移動する

花菖蒲や桜等季節の花を見る

浅草などへ行く際葛飾区に足を伸ばす

花火大会等のイベントや祭を楽しむ

水元公園など自然の中でのんびりする

繁華街や飲食店で食事をする

博物館など文化的な施設で過ごす

観光ガイドにまちを案内してもらう

生産現場の見学やものづくりの体験

散歩やサイクリングでまちをめぐる

銭湯に入る

伝統工芸品や地元野菜等特産品を買う

地元の人との会話を楽しむ

河川敷などでレクリエーション活動

その他

特にない

出典:(財)日本交通公社「旅行者動向調査J(平成18年)

■7-2東 京観光で行きたい「歴史・文化にふれる」場所

幻

８０

浅草

皇居

柴又

築地

月島・1田島

日本橋

両国

銀座

谷中口根津・千駄木

上野

神楽坂。飯田橋

本所口深川

神田

御茶ノ水

本郷

丸の内

神保町

日比谷

番町・麹町

その他

特にない

出典 !(財)日本交通公社「旅行者動向調査」(平成17年)
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2.中 期実施計画における本区の取組

(1)観光のまちづくり

回 地域の賑わいづくりに寄与し、元気なかつしかを創造するため、観光まちづくりに積極的に取り組ん

できました。

【中期実施計画事業】

・観光文化センター等のリニューアル

(2)観光イベント・PR

ロ イベント事業については、内容に工夫を凝らすとともに、ホームページゃマスコミなどを一
層活用した

PRを 充実してきました。また、観光PR事 業については、観光ブランに基づき、効果的な情報発信に

引き続き取り組んできました。

【中期実施計画事業】

・観光PR事 業

(3)レクリエーション

ロ レクリエーションとして、区民保養施設や区民農園の提供を行うとともに、さくらまつりなどを開催し、

多様なリフレッシュ需要に応えられるよう、「機会Jと「場」の提供を行ってきましたc

3,葛飾区政策口施策マーケティング調査結果

■区内が観光により賑わつていると思う区民の割合  ■ 最近1年間に区内観光イベントに行つたことのあ
る区民の割合

( % )
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テーマ1 人権E平和

現状

□ 女性、高齢者、障害者、外国人、などに対する偏見や差別、同和問題、配偶者等からの暴力(ドメス

ティック・バイオレンス)や、児童虐待、高齢者虐待など、様々な人権侵害が起きています。政策・施

策マーケティング調査の結果では、約3人に1人の区民が日常生活の中で差別があると感じていま

す。

□ 男女平等に関する意識と実態調査では、配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス、DV)に

ついては、命の危険を感じる暴力を何度も受けたことのある人が0.4%、1～2度あった人が1,7°Oい

たほか、性行為を強要するなどの性的Dヽ
'や

、無視や怒鳴るなどの精神的Dヽ
ア
、生活費を渡してもら

えないなどの経済的DVの 経験があるという調査結果が出ています。〔11参 照〕

□ 男女平等に関する意識と実態調査では、職場やしきたり、習慣などで、男性が優遇されていると考え

ている人が多く、職場では、賃金や配置場所、昇進・昇格などに関して男女差があると考えられてい

ますcまた、本区の審議会等の女性委員の割合は、年々高まってはいるものの、平成22年度時点で

24.40。にとどまっています。〔1-2、1-3参照〕

E■ 1 ドメスティック・バイオレンスの経験の有無

命の危険を感じるくらいの暴力を受ける o417

医師の治療が必要となる暴力を受ける o312
医師の治療が必要ではない程度の暴力を受ける 11王 32コ

嫌がつているのに性行為を強要される o9王 30ヨ
ポルノビデオ・雑誌ロアダルトサイトを見せられるollo

歎縣恒静一擢歌孫受窒据:先8:ガ:零書〒
47□

搬揮簿嵯緊聾巽艶却
大切なものを壊される.13正29□

生活費を渡してもらえない 115:19]
目の前で子どもに暴力を振るわれる o619]

その他」三31三 13

( % )

1 5

出典!葛飾区「男女平等に関する意識と実態調査報告=(平成 22年 実施)



■1-2職 場での男女差別の有無

賃金に男女差がある

女性の配置場所が限られている

昇進、昇格に男女差がある

女性の能力を正当に評価しない

女性を管理職に登用しない

女性は補助的な仕事しかやらせてもらえない

妊娠中の女性への配慮がされていない

結婚や出産で退職せざるをえない雰囲気

中高年以上の女性に退職を勧奨する雰囲気

女性は教育口研修を受ける機会が少ない

その他

特にない

無回答

出典:葛飾区「男女平等に関する意識と実態調査報告」(平成22年実施)

■■3審 議会等の女性委員の参画状況

出典:葛飾区「政策・方針決定過程への女性の参画状況調査報告」(各年度末現在)

_女 性委員を含む審議会等の比率(%) _女 性委員の比率 (%)

( % )
1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0 0

62791
航18608御8918%比

5

711735735736

2152竺 52と 319416117821519921923122622222523623524

平成 5 21  22年 度
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2中 期実施計画における本区の取組

(1)人権・男女平等

□ 男女平等や同和問題などをはじめとするあらゆる人権課題の解決に向け、啓発紙の発行や講座の

開催などの普及啓発事業を実施してきました。

□ 平成20年度に策定した「葛飾区配偶者暴力の防止及び被害者の保護のための計画」に基づき、配

偶者暴力防止及び被害者保護のための啓発冊子の発行や相談事業を実施してきました。

【中期実施計画事業】

・相談事業(女性の自立支援等)

。各種講座・議演会(人権・男女平等)

・啓発紙等の発行(人権・男女平等)
・配偶者暴力防止事業

(2)非核平和

□ 先の大戦での体験を若い世代に引き継ぎ、今後も非核平和に対する区民の意識を高いレベルで維

持していくため、啓発事業を継続してきました。

(3)ユニバーサルデザイン

ロ 高齢者や障害者を対象とした、ハード面(施設整備)でのバリアフリー化にとどまらず、普及・啓発など

のノフト事業を含めた施策を展開して、ユニバーサルデザインに対する意識の向上を図り、だれもが

暮らしやすいまらづくりを推進してきました。

【中期実施計画事業】

・交通バリアフリー事業

・歩道勾配改善事業

3



3葛 飾区政策 B施策マーケティング調査結果

■日常生活の中に差別があると感じていない   ■ 男女の共同参画が進んでいると思う区民の割合
区民の割合

( % )

7 0

6 5

6 0

5 5

5 0

5

平成19 20  21  22 23年 度

( % )

80

535    53.9

平成19 20  21  22 23年 度

■葛飾区内で、ユニバーサルデザインが取り入れ
られていると思う区民の割合

■非核平和について関心がある区民の割合

( % )
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０
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( % )
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テーマ2地 域活動

1.現状

日 本区には238の町会自治会があり、これらの連合体として、旧出張所の管轄区域を基にした19地区

に、葛飾区白治町会連合会が結成されています。また、町会自治会では、夜間バトロールや交通安

全運動などの安心・安全の取り組み、清掃活動や廃品回収などの環境美化、募金活動などの福祉

向上、お祭りなどの親睦活動、子どもを犯罪から守るための見守り活動、自主防災組織や消火活動

などの防災訓練、地域に之、要な情報の回覧や掲示板などによる情報共有、地域安全ゃ健康に関す

る講演会など文化・教養を高める活動が行われています。

口 安全・安心なまち、暮らしやすい街とするためには、そこに住む地域住民による様々な自発的な白治

活動や相互協力が不可欠である一方、地域活動を推進するリーダーの固定化や高齢化、近隣関係
の希薄化などの問題も生じています。

□ 政策・施策マーケティング調査の結果では、地域活動に参加している区民の害1合は、約2割です。

□ 区内には、地域コミュニティ施設として、地区センターや集い交流館、憩い交流館、学び交流館があ

ります。

回 公共サービスに対するニーズが多様化する中で、伝統的な地域コミュニティ組織や非営利組織(NP

O)な どが、地域ニーズをとらえた柔軟な発想を活かして、サービスを提供することが期待されていま

す。

日 本区の特定非営利活動法人(NPO法 ノ＼)の数は、平成16年3月末の22団体から、平成23年3月末
の98団体へと、この7年間で4.5倍に増加しています。政策・施策マーケティング調査の結果では、こ

のような市民活動に参加している区民の割合は、約1割です。



2.中 期実施計画における本区の取組

(1)地域活動拠点

□ 地区センター・集会所は、平成20年4月から、「地域コミュニティ施設」として再編し、引き続き良好な

維持管理に努めてきましたc

□ 各施設においてはバリアフリーの視点での調査・点検等を行い、より利用しやすいよう改善してきまし

た。自治町会会館の建設については、自治町会との連携に努め支援を行いました。

(2)地域活動の支援

回 地域での防災、防火・防犯などの安全・安心なまちづくりや青少年の健全育成、福祉、環境美化など、

地域のみなさまによるまちづくりやふれあいなどの様々な地域活動を支援してきました。また、地域と

行政との協働により、地域の活性化を図つてきました。さらに、地域活動の拠点として「地域コミュニテ

ィ施設」の再編や予約システムの導入などにより、施設利用や利便性の向上を図りました。

(3)市民活動の支援

回 市民活動支援センターにおいて、各種支援事業のほかNPO法 人の設立ゃ運営などに関する相談

や講座等の開催を通して、市民活動の助長を図りました。また、市民活動団体との協働事業につい

ても継続して実施しました。

【中期実施計画事業】

・市民活動団体との協働・支援

ド ド ヽ ドヽヽヽ卜  ヽ        ド ドヽ ドヽペド ミヽヽヽさ ささヾざ慈慈ミドヽミミ慈ざぷヾぷ慈ヾヾ将慈ヾドドドドヽ慕ミヾミ慈ヾドドミ将将ミヾぷ慕慕慈ヾヾ軍ドド

3.葛 飾区政策日施策マーケティング調査結果

■身近に地域活動の場所があると思う区民の割合 ■ 最近1年間に地域活動に参加したことがある

区民の割合

(%)
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■NPO・ボランティアなどの市民活動に参加している区民の割合
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テーマ3文 化B国際

1口現状

□ 政策・施策マーケティング調査の結果では、最近1年間に葛飾区内で開催された音楽や美術などの

催し物に行つたことがある区民の割合が、約2割ですcまた、平成22年度の葛飾区世論調査では、今

後活動したい社会的活動として、「文化・芸術に関する活動Jや「国際交流に関する活動Jの害J合が

それぞれ約2割です。

日 本区の芸術文化の拠点としては、「かつしかシンフォニーヒルズ」(葛飾区文化会館)と、「かめあリリリ

オホール」(葛飾区亀有文化ホール)があります。また、これらの施設の鑑賞事業の過去3年間の区

民入場率は、4～5割ですc

□ 「かつしか文化芸術創造」活動の一環として、音楽や演劇、美術を知るための体験講座や、区内の

芸術家による展示、区民参加型コンサート、区内各地で行う出前ヨンサートなどが行われており、年

間30件前後の実績があります。これらの事業については、過去3年間の区民参加率が約5害1から約

7割へと高まっています。〔3-1参照〕

□ 文化財については、本区では、昭和50年4月に文化財保護条例を制定し、文化財の中でも特に重

要なものを指定文化財として保存・活用に努めてきました。平成23年10月20日現在、区内には、国

指定の重要無形文化財が1件(江戸小紋)、都指定文化財が10件、区指定文化財注1)が98件あり、こ

のほか区登録文化財注2)が102件ありますc遺跡から出上した遺物の一
部は、葛飾区郷土と天文の

博物館に展示しています。

注1)「指定文化財」とは、文化財保護法口文化財保護条例で保護の対象として指定されている文化財を指す。
注2)「登録文化財」とは、指定文化財以外のもので、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを指す。

□ 国際交流に関しては、政策・施策マーケティング調査の結果では、最近1年間に葛飾区内で外国人

と交流をもつたことのある区民の割合は、約1害Jです。また、国際交流の一
環として、オーストリア共

和国ウィーン市フロリズドルフ区、中華人民共和国北京市豊台区と友好都市提携を区が結んで

いるほか、マレーシアペナン州とも友好交流を行つていますc

■3-1 区民オリジナル文化芸術イベント実施数
(葛飾区文化施設指定管理者による文化芸術創造事業の事業数)

(件)
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平成18 21年度

7

出典:平 成 22年 度施策評価表



2.中 期実施計画における本区の取組

(1)文化芸術

回 それぞれのホールの特性を生かし、音楽や演劇など様々な分野にわたる質の高い文化事業を提供

してきました。また区民の自主的な文化活動を幅広く推進する環境づくりを進めてきましたcさらに、

文化財や郷土資料などの情報提供や展示・活用も進めてきましたc

【中期実施計画事業】

・文化芸術創造のまちかつしか推進事業

(2)国際交流

日 外国人区民にとって暮らしやすい地域とするための支援や相互理解を深めるための交流事業を実

施してきました。

【中期実施計画事業】

・多文化共生社会実現プロジェクト

3.葛飾区政策B施策マーケティング調査結果

■最近1年間に葛飾区内で開催された音楽や美術  ■ 最近1年間に葛飾区内で外国人と交流を持つた
などの催し物に行つたことのある区民の割合    こ とのある区民の書1合

( % )
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テーマ4学 校教育

1.現 状

日 本区の区立小学校は49校で児童数は20,578人、区立中学校は24校で生徒数は9,110人です (平成
23年5月1日時点)。公立小学校の児童数は23区で7番目、公立中学校の生徒数は6番 目となってい

ますc〔41、42参 照〕

回 児童・生徒の学力については、平成23年度学習到達度調査によると、児童・生徒100人のうち基礎が

身についていると思われる人数が、小学校4年生から中学校1年生の間で6～7割、中学校2年生以

降で5～6割となつています。〔43参 照〕

都が行つた児童・生徒の学力向上を図るための調査の結果では、子どもたちの読み解く力(取り出
す。読み取る。解決する力)に関する平均回答率が、小学校児童で60.5%、中学校生徒で434%で

すc〔44参 照〕

田 子どもの体力や運動能力の低下についても危倶されており、文部科学省の全国体力・運動能力・運
動習慣等調査の結果では、昭和60年頃から長期的な体力低下傾向がみられます。東京都は、47都

道府県の中でも、小5男子が34位、同女子が32位、中2男子が46位、同女子が41位と低い水準にあ

り、さらに本区は、東京都平均と比べても低い傾向にあります。〔45参 照〕

日 本区が実施した意識調査では、家庭での学習が十分にできておらず、テレビやゲームに多くの時間
を割いているなど、生活習慣上の問題を抱えています。

□ 不登校の児童・生徒の数は、平成17年度まで減少傾向でしたが、その後やや増加していますc〔46

参照〕

□ 総合教育センターでは、平成21年度中に644件の教育相談を受理し、延べ相談件数は、4,287件、
相談終了件数は、422件です。

□ 核家族化や少子化、格差社会の問題など、子どもを取り巻く環境が変化する中で、地域とのつなが

りも希薄になりがらであり、子どもが様々な交流の中で社会性を身に付ける機会が少なくなっていま

す。政策・施策マーケティング調査の結果では、最近1年間に学校の行事やボランティア活動等に

行ったことがある区民の割合は、約2割となっていますc

□ 中学校に進学した子どもたちの中には、学級担任制から教科担任制へ変わることや、教科が増えて

学習内容が高度になることなど、学習や生活環境が変わることで、中学校生活になじめない、いわゅ
る「中1ギャップ」と呼ばれる問題が生じていますc

□ 学校施設については、その多くが昭和30～40年代に建築されたことで、老朽化が進んでいます.



■4-1公 立小学校の児童数(人数の多い順)

(人)

10,000     20,000     30000     40000

江戸川区

線馬区

足立区

世国谷区

大田区

板橋区

葛飾区

江東区

杉並区

品川区

北区

塁田区

中野区

目黒区

荒川区

新宿区

豊島区

文京区

港区

台東区

渋谷区

中央区

千代日区

37660

33825

13112

11635

9,462

8,729

8323

8,138

7,932

7193

6,835

6,538

6 4 1 4

5,254

4,644

2546

出典:東京都「平成 23年 度学校基本調査速報」(平成 23年 度速報値)

■4-2公 立中学校の生徒数(人数の多い順)

江戸川区

練馬区

足立区

大田区

世田谷区

葛飾区

板橋区

江東区

杉並区

品川区

北区

墨田区

中野区

荒川区

目黒区

台東区

新宿区

豊島区

文京区

港区

渋谷区

中央区

千代田区

10388

10,237

9 1 1 0

8949

7115

6234

4671

4.628

4348

3,607

3,151

2823

2820

2803

2,705

21094

1,771

1,738

1,312

631

■4-3児 童口生徒100人のうち「基礎」が身についていると思われる人数

小学校4年

小学校5年

小学校6年

中学校1年

中学校2年

中学校3年

目国語 □ 算数・数学 □ 英語

100

6 9 3
7 0 . 0

5 7 . 6
3 4
5 5 . 7

出典:「平成 23年 度学習到達度調査J
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■4-4児 童(′j 学ヽ校)・生徒(中学校)の読み解く力の平均正答率

( 0 / o )

70

60

50

40

30

20

10

0

□東京都 □葛飾区

65,2

605

493

434

小学校 中学校

出典:東京都教育委員会「児童・生徒の学力向上を図るための調査」(平成 22年 10月 26日)
注i読み解く力の平均回答率は、ステップ Ii必要な情報を正確に取り出す力、ステッブⅡサヒ較・関連付けて読み取る

力、ステッブ田:意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力についての問題を含む.

■4-5児 童・生徒の体力合計点の平均値 (80点 満点)

(点) □全国  □ 東京都  □ 葛飾区

60

50

40

30

20

10

0

小学5年生男子  小 学5年生女子  中 学2年生男子  中 学2年生女子

出典1文部科学省「全国体力・運動能力、運動習慣等調査J(平成 22年 度)



■4-6不 登校児童口生徒数の出現率

( % )

0 4

0 3 5

0 3

0 2 5

02

015

01

005

0

田全国 日東京都 □葛飾区

究

ｌ

ｏ

ｌ

オ

平成14 21年 度

出典:文部科学省「児童・生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」
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2.中 期実施計画における本区の取組

(4)教育環境

□ 児童・生徒が、安全、かつ、安′いして過ごすことができるよう、校舎等の改修や維持管理、必要な校

具などの購入、安全な給食の提供などを行いました_

【中期実施計画事業】

・学校施設の改築

・学校トイレの改修

・中学校の夜間照明設備の整備

・学校教育の情報化の推進

13

(1)確かな学力の定着

回 確かな学力の定着度調査の結果に基づいて、学校ごとに授業改善に向けた取組みを充実させてき

ました。また、学習支援講師や学習サポーター、外国人英語指導補助員(ALT)の 充実、理科支援

員の拡充などの外部人材の活用に努めるとともに、こうした人材の質の確保と能力の向上に努めて

きましたc

【中期実施計画事業】

・小中一
貫教育の推進

・有効な人材活用による学力向上対策
・特別支援教育の推進

(2)豊かな心の育成

田 次世代を担う子どもたちを、豊かな人間性を持った社会人に育成していくため、スクールカウンセラ
ー派遣、移動教室、総合教育センターの運営、CAP講 習会などの事業を実施してきました。

□ 豊かな′いの育成には、学校・家庭・地域社会が一体となった積極的な取組みが欠かせないことから、

家庭教育の役割の重要性を啓発し、地域とも連携して子どもを育んできましたc

【中期実施計画事業】

・/卜・中学校スクールカウンセラー事業

(3)家庭や地域との連携

回 地域の教育力を学校に生かせるよう、地域人材の活用を進めてきましたc

□ 学校をよく地域に知っていただくため、広報紙、ホームベージ、学校だよりなどにより、教育、学校に

係る情報の発信を充実しました3

【中期実施計画事業】

・学校地域応援岡



3コ葛飾区政策口施策マーケティング調査結果

■最近1年間に学校の行事やボランティア活動等に

行つたことのある区民の割合

(%)

30

25

20

15

10

平成19 20  21  22 23年 度
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チーマ5学 習

可口現状

回 葛飾区生涯学習振興ビジョンに基づき、区民の学びを支援する様々な施策や事業を展開し、個人

の興味や関″いがある分野だけではなく、「学びの成果」を日常生活における課題解決や地域などで

活かせるように、それぞれの課題に応じた学習機会や場の提供をしてきましたc

□ 政策・施策マーケティング調査の結果では、学習や習い事をしている区民の割合は、約3割です。
□ 区内の生涯学習関連施設としては、図書館、郷土と天文の博物館、交流と学習・文化の場である学

び交流館、教育史などが学べる教育資料館などがあります。

□ 郷土と天文の博物館については、地域の自然と歴史を学ぶ郷土展示室と、宇宙や天体に親しむブ

ラネタリウム、天体観渡J室がありますc入館者数は、プラネタリウムをリニューアルした平成19年度に

97,377人を記録しましたが、平成21年度には69,962人へと落ち込みました。しかし、平成22年度には

70,623人へと回復がみられ、1日あたりの入館者数は245人となつています。〔5-1参照〕

□ 区立図書館については、区民の身近な「知の拠点」として、区民の多様な学びの場となつており、平

成23年4月 1日現在の蔵書数は、1,105,793冊です。また、23区の中で比較すると、23区中11番目で

すc〔5-2参照〕

日 本区ではこれまで、区民の利便性を考慮して、半径1.1キロ国内、おおよそ10～20分程度の徒歩圏

ごとに、中央図書館1館、地域図書館6館の整備を行い、この圏域から外れる一部地域については、

中央図書館の分館として地区図書館を整備してきましたc

回 平成22年4月に開校した「かつしか区民大学」では、平成23年3月末までに、33コース57講座を行い、

延べ9,974人の区民が受講しました。

日 青少年の育成については、平成21年度の少年犯罪行為者数 (468人)が、平成12年度 (364人)と比
べて約3割増、少年不良行為者数 (3,709人)が、平成12年度 (1,137人)の約3倍に増えています。

〔5-3参照〕

■5-1郷 土と天文の博物館入館者数

20′008人 )

100′000

80′000

60′000

40′000

20′000

0

平成12 13 21 22年 度

97′377

初習 乳労9開習

出典:「葛飾区統計書」、平成22年度の値は「葛飾区の現況」
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■5-2区 立図書館の蔵書数

出典 :平成23年度東京都公立図書館調査

■5-3少 年犯罪行為者数・少年不良行為者数

16

杉並区

世田谷区

足立区

大田区

練馬区

江東区

板橋区

北区

江戸川区

目黒区

葛飾区

文京区

品川区

中野区

新宿区

渋谷区

港区

豊島区

荒川区

墨田区

中央区

台東区

千代田区

(冊 )

500,000  1,000,00o l,500,000 2,000,000 2,5001000

1,987,363

1,766,110

1,705,974

1,644,084

it481 531

11311,798

1,253,692

1,243.850

1,145,039

1,105,793

1,036,917

995,763

948,395

872,086

848,612

831,485

728,872

699,031

665,065

6421797

559.342

297.305

□少年犯罪行為者数   □ 少年不良行為者数
(人)
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3′000
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2′000

1′500

1′000

500

0

ヨニ月尾12  13

出典 :「葛飾区統計書」



2.中 期実施計画における本区の取組

(1)学習活動支援

□ 生涯学習振興ビジョンに基づく、学習活動支援策の推進に取り組んできましたc

【中期実施計画事業】

・区民大学の開設

(2)青少年育成

口 地域社会や青少年育成団体の協力を得つつ、社会性の育成や社会体験の促進など、青少年の健

全育成に取り組んできました。

(3)図書サービス

□ 図書館サービスヘの需要は伸びており、特に資料検索や調査などの相談、子ども読書に係る読み

聞かせやお話会など人的サービス事業への需要が拡大しているため、これに応えられるよう事業の

充実を図つてきました。

【中期実施計画事業】

・新中央図書館の開設(平成21年度完了)
・立石図書館の改築(平成23年度完了)
・地区図書館の整備

3日葛飾区政策口施策マーケティング調査結果

■日頃から学習や習い事をしている区民の割合 ■最近1年間に葛飾区内の図書館サービスを利用し
たことがある区民の割合

( % )
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31.5    31.0    322           325

平成19 20  21  22 23年 度

( % )
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■葛飾区内の子どもたちが健やかに育っていると思う区民の割合

( % )
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０

　

　

０

　

　

０
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２

平成19 20  21  22 23年 度

546 541
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テーマ6ス ポーッ

1.現状

□ 我が国では、半世紀ぶりとなる「スポーツ基本法」の全面改正(平成23年8月施行)を行い、「スポーツ

は世界共通の人類の文化である」として、スポーツ立国の実現をめざしています。本区においても、

平成19年度に葛飾区スポーツ振興計画を策定し、幼児から高齢に至る区民の誰もが、身近な地域

で、「いつでも、どこでも、だれでも、いつまでもJ自分にあった形で、定期的・継続的にスポーツに親

しむことができる環境づくりに取り組んできましたc

回 政策・施策マーケティング調査の結果では、スポーツを楽しんでいる区民の害J合は、約3割です。

回 生涯スポーツの場である区の体育施設(テエスコートやブール、野球場、球技場、体育館等)は、区

内に33施設あり、平成22年度には、個人で364,665人、団体で57,827件の利用がありましたc〔61参

照〕

□ 身近なスポーツの場として、区内の小中学校や旧学校の体育館及び校庭を開放しています。中学

校5校の校庭には、照明設備を設置し、夜間も利用できるようにしています。平成22年度には、体育

館が26,247件、462,778人、校庭が8,294件、238,788人の利用がありました。[62参照]

回 葛飾区総合スポーツセンター等の利用者に対するアンケート結果では、「健康維持増進」や「運動不

足解消」、「ストレス解消」を目的として施設を利用する人が多くなっていますc利用頻度については、

「週2～3回」が約4割、「週1回」が約3割となつており、アンケートに回答した人に関しては、ほぼ毎

週利用していることが分かります。そして、スポーツ施設の利用満足度をみると、「スタッフの対応」に

約9割が満足又はやや満足と感じている一方で、「施設・設備」について約1割が不満又はやや不満

と感じていることが分かりました。〔6-3、64、65参 照〕

■6-1ス ポーツ施設数及び利用状況(平成22年度)

施設数
個人利用 団体利用

人 件 人

野球場 17 17,448

テニスコート 4 21,472

フール 2 23

球技場 3.584

陸上競技場 1 799

多目的運動場 1 2.50に

総合スポーツセンター
1 281,608 7,73て 549,82(

水元体育館 1 83,057 3.571 92,11

社会体育会館 1 68C 6,411

合計 33 364665 57,827 648,35C

出典:「葛飾区の現況」をもとに作成.

■6-2学 校施設開放の利用状況 (平成22年度)

施設
開放

施設数

利用件数

(件)

利用人数

(人)

体育館 79 26,247 462,778

検庭 64 8,294 238,788

出典:葛飾区教育委員会事務局
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■6-3総 合スポーッセンター等の利用目的    ■ 6-4総 合スポーツセンター等の利用頻度

( % )

60

健康維持増進

運動不足解消

ストレス角ゆ肖

身体作り

シェイプァップ

サークル参加

大会(試合)

技術習得

レクリエーション

打ち合わせ

その他

無回答

15α

1     148

1275

1  11,0

11,o

コ lα5

コ ユo

ヨ & 0

コ 4 5

1 1 0

ヨ4 0

ヨ2 5

出典i住友不動産エスフォルタ。東洋管財共同事業体 「第3回利用満足度調査結果」
注:アンケート調査実施期間 平成 22年 10月 ～11月 、回答数200人 )

■6-5総 合スポーッセンター等の利用者満足度

スタッフの対応

施設口設備

企画・サービス

390 1 離! 経

2口中期実施計画における本区の取組

出典 :住友不動産エスフォルタ・東

洋管財共同事業体 「第3回

利用満足度調査結果」

注 iアンケート調査実施期間 平成22

年 10月～11月、回答数200人)

(可)スポーッ施設

□ 利用者が安全に安心してスポーッを行える場の整備を計画的に進めてきました、

【中期実施計画事業】

・スポーツ施設のリフレッシュ

・フィットネスパーク整備事業の推進

(2)スポーッ事業

□ 「葛飾区スポーツ振興計画Jを基に、区民の健康体力づくり、生きがいづくりを促す事業の展開や、
地域の活力、結束力を活用した「かつしか地域スポーツクラブ」の育成等、いつまでも元気で生き生
きと過ごすことができるような

「
生涯スポーツ社会」の実現に取り組んできましたc

【中期実施計画事業】

・かつしか地域スポーツクラブの育成
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3日葛飾区政策口施策マーケティング調査結果

■身近な所にスポーッを楽しめる施設がある区民の ■ 日頃からスポーツを楽しんでいる区民の割合
割合

(%)
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